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○通知書類は電子請求受付システムに掲載されますので、画面から取得してご覧ください。
（郵送ではありません）

〔１〕通知書類の種類

【請求翌月の第１営業日】

・障害福祉サービス費等支払決定増減表 ※請求書記載の金額と明細書の合計金額に差がある場合のみ

（返戻があるときなど）

・返戻等一覧表 ※返戻がある場合のみ

【請求翌月の１０日頃（10日が土日祝の場合→ 前営業日）】

・障害福祉サービス費等支払決定額通知書

・障害福祉サービス費等支払決定額内訳書

・処遇改善（特別）加算総額のお知らせ ※処遇改善加算を算定された場合のみ

・障害福祉サービス費等過誤決定通知書 ※過誤申立をされた場合のみ

※ご注意ください！※

通知書類は取得から３ケ月を経過しますとシステムから削除されます。

パソコン内に保存するほかに、印刷して保管していただくことをおすすめします。

１．通知書類について

へんれい
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〔２〕通知書類の取得方法

◇簡易入力システムから取得する場合

①

②

③ ④

⑤

⑥

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
が入った状態で表示されます）

通知書類取得をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に
保存してください。

保存したファイルの開き方⇒P.8

請求年月「令和１年5月」の送信町の請求情報があります。

令和１年5月

請求年月「令和１年5月」の請求情報が送信待ちです。

請求年月「令和１年5月」の印刷できる請求情報があります。

令和１年5月

令和１年5月

令和１年5月1日
令和１年5月1日
令和１年5月3日
令和１年5月3日

令和１年5月2日
令和１年5月2日
令和１年5月4日
令和１年5月4日

令和１年5月5日

令和１年5月8日

令和１年5月1日

令和１年5月10日 10:00

令和１年5月5日

令和１年5月8日
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◇取込送信システムから取得する場合

①
② ③

④

⑤

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
が入った状態で表示されます）

通知書類取得をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に
保存してください。

保存したファイルの開き方⇒P.8

令和１年5月10日 10:00

令和１年5月10日 10:00

令和１年5月1日

令和１年5月1日

令和１年5月3日

令和１年5月3日

令和１年5月1日

令和１年5月1日

令和１年5月1日

令和１年5月1日

令和１年5月1日

令和１年5月1日

令和１年5月1日

令和１年5月1日

令和１年5月1日

令和１年5月1日

令和１年5月8日
令和１年5月8日

令和１年5月
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◇電子請求受付システム（WEBサイト）から取得する

①

②

電子請求受付システム総合窓口（http://www.e-seikyuu.jp/） にアクセス

代理請求（ユーザIDがHD～始まる）の場合も
「障害者総合支援の請求はこちら」から

ログインします。
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処理対象年月（請求年月）
で絞り込むこともできます

③
④

取得ボタンをクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください

保存したファイルの開き方⇒P.8

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
が入った状態で表示されます）
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◇デスクトップに保存したファイルを開く

請求システムから取得したアイコン（①）をダブルクリックすると
フォルダ（②）がデスクトップ上に作成されます

①

②
フォルダ（②）をダブルクリックします

③

電子請求受付システム（WEBサイト）から
取得した場合は②から進んでください
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エラーコード エラーメッセージ エラー内容 確認ポイント 対応方法

① EG01・EG02 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
認定情報が登録され
ていません

該当する受給者証番号が
受給者台帳に登録されて
いない

・受給者証番号に誤りが
ないか
・市町村番号に誤りがな
いか

・入力内容が誤ってい
る⇒修正後、再請求
・誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

② EG03・EG07 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
支給決定情報が登録
されていません

請求明細書のサービスが
受給者台帳に登録されて
いない

・サービスコードに誤り
はないか

・入力内容が誤ってい
る⇒修正後、再請求
・誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

③ EG13 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
支給決定情報が登録
されていません

請求明細書のサービスが
受給者台帳に登録されて
いるが、支給決定期間が
切れている

・受給者証の支給決定期
間が切れていないか
・他のサービスに切替っ
ていないか
・契約情報に終了した
サービスを載せていない
か（→P.11参照）

・入力内容が誤ってい
る⇒修正後、再請求
・誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

④ PP19 支給量：実績記録票
に該当するサービス
が請求明細書に存在
していません

①実績記録票のみ返戻等
一覧表に出力：明細書の
提出がない
②明細書と実績記録票が
対で返戻等一覧表に出
力：明細書にエラーがあ
るために実績記録票も連
動してエラーになった

①実績記録票と明細書
を併せて再請求
②明細書のエラーを修
正のうえ、実績記録票
と併せて再請求

◆よくあるエラー

２．照会の多いエラーについて
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エラーコード エラーメッセージ エラー内容 確認ポイント 対応方法

⑤ EC05 該当の請求情報は既
に受付済、または請
求情報内で重複する
情報が存在していま
す

契約情報に同じサービス
が２行以上記載されてい
る

契約内容報告書（確認リ
スト）に同じサービスが
複数記載されていないか
（→P.11参照）

最新の契約情報だけ記
載し、再請求。
（月途中で契約支給量
が変更になった場合で
も、契約情報には最新
のものだけを記載しま
す）

⑥ EC09 修正、または取消の
対象となる利用者負
担上限額管理結果票
が存在していません

修正対象となる、過去に
請求された上限額管理結
果票がない

上限額管理結果票の返戻
再請求分について、情報
作成区分を「修正」とし
て提出していないか
（→P.12参照）

情報作成区分を「新
規」で再請求

※返戻等一覧表に関する問い合わせ先※

・エラーコードが「S」「T」で始まる場合：市町村の審査による返戻→該当市町村へ

・上記以外のエラーコード：国保連合会の機械審査による返戻→国保連合会へ
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⑤EC05 該当の請求情報は既に受付済、または請求情報内で重複する情報が存在しています

※同じサービスが２行記載さ

れていると「重複エラー」に

なります。

月途中で契約支給量が変更に

なった場合は変更後の契約情

報のみを記載してください。

【契約内容報告書】

「◆よくあるエラー」から③、⑤、⑥について解説します

③EG13 資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録されていません

“身体介護の請求なし”でも
返戻になってしまいます

【契約内容報告書】

【請求明細書】

◎受給者台帳上の支給決定：身体介護決定（H30.3.1～H31.4.30；終了）
家事援助決定（H30.3.1～H31.2.28）

※終了したサービスを契約情報に載せてしまうとエラーになります。
サービス月時点で有効なサービスのみ記載してください。

《令和元年５月提供分》

平成30年3月1日

平成30年3月1日
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⑥EC09 修正、または取消の対象となる利用者負担上限額管理結果票が存在していません

例）コクホタロウ（ハナコ） H31年4月利用分上限額管理結果票

令和元年５月受付分にて返戻 → 令和元年6月再請求 ⇒ EC09で返戻

【令和元年６月に再請求した上限額管理結果票】

情報作成区分が修正のため
EC09エラーに。
※返戻分の上限額管理結果票を
再請求する場合は
情報作成区分を新規のまま
提出してください。

最初の請求が
返戻になっている

平成 31年 4月分

-13-



当
月
請
求
分

請求期間内
（１～１０日）

・送信済データを取下げてから
修正データを送信してください。
・事業所のパソコンから取下げ可能です。
・取下げ方法には2種類あります。
⇒P.14「〔１〕請求期間内の取下げ」へ

請求期間外
（１１日～月末）

国保連合会または市町村にご相談ください。

前月までの請求分
（返戻になっていないもの）

市町村に過誤申立を行ってください。
⇒P.19「〔２〕過誤申立（取下げ依頼）について」へ

３．送信済データの取下げについて

○請求データ送信後、誤り等に気付き、修正したデータを送信したい場合、
送信済データの取下げを行う必要があります。

13

○送信済データの取下げは、時期によって対応方法が異なります。
対応方法については下記のとおりです。
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事
業
所

Ａ

1回目

Ａ’

2回目

返戻

連
合
会

電子請求受付システムデータ受付時の仕様について

①同じ「市町村番号・受給者番号・サービス提供月」のデータを２回送信した場合
→１回目に受付（送信）したデータを正当データとして扱い、当該データにて審査・支払を行います。
→２回目に受付（送信）したデータは重複請求で返戻（エラーコード：EC01）となります。

※２回目のデータが正当(１回目のデータが誤り)である場合、１回目の送信データを取下げしてください。

②市町村番号・サービス提供月が同じで受給者番号が異なるデータを２回送信した場合
→別データのため、複数回に分けてデータ送信していただいて問題ありません。

※但し、同一の市町村番号・サービス提供月の請求書が２回送信されるため、２回目送信の請求書のみが
重複請求で返戻となります。こちらに関しては、再請求する必要はありません。（明細書データに基づ
き審査支払いを行うため。）

③市町村番号・受給者番号が同じでサービス提供月が異なるデータを２回送信した場合
→別データのため、複数回に分けてデータ送信していただいて問題ありません。

〔１〕請求期間内の取下げ

①の場合のフロー図
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①-１ 簡易入力システムでの取下げ方法
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②

①

③ ④

⑥

⑤
取下げたい
データを選択

＜請求状況の表示について＞

・取下げボタン押下後→「取下げ依頼中」

・（「取下げ依頼中」が表示されてから約５分後）

最新情報更新ボタン押下→「取下げ済み」

※ 「取下げ依頼中」の状態でもデータ送信可能

①請求システムから取下げを行う場合

請求年月「令和１年5月」の送信町の請求情報があります。

請求年月を
当月にします

令和１年5月

令和１年5月8日
令和１年5月8日

令和１年5月10日

令和１年5月

請求年月「令和１年5月」の請求情報が送信待ちです。

請求年月「令和１年5月」の印刷できる請求情報があります。
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①-２ 取込送信システムでの取下げ方法
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①

② ③

⑤

④
取下げたい
データを選択

＜請求状況の表示について＞

・取下げボタン押下後→「取下げ依頼中」

・（「取下げ依頼中」が表示されてから約５分後）

最新情報更新ボタン押下→「取下げ済み」

※ 「取下げ依頼中」の状態でもデータ送信可能

請求年月を
当月にします 令和１年5月

令和１年5月10日 10:00

令和１年5月8日令和１年5月8日
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②電子請求受付システム（WEBサイト）から取下げを行う場合

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②
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③

④

⑤

処理対象年月＝請求年月。

例えば当月が令和元年９月であれば

処理対象年月＝201９/0９の

詳細ボタンを押下します。

取下げたいデータの
取下げボタンを押下

取下げボタンの
ないデータは
取下げできません

2019/09

2019/09

2019/09/05 10:00

2019/09

2019/09

2019/09
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①10,000円で
請求

②10,000円支払

③市町村に過誤申立
（何月に過誤をするのか市町村と調整）

④7,000円で
再請求

⑤▲10,000円
取下げデータ

⑥3,000円返金

Ｎ年6月

Ｎ年７月

Ｎ年８月

Ｎ年９月

Ｎ年1０月

請求誤り
発覚

事業所 国保連合会 市町村受付月

例） A事業所のＮ年5月サービス分にかかる過誤の流れ

Ｎ年９月請求に、
再請求分以外の請求（Ｎ年８月サービス分等）
があれば、全体の金額から取下げ分を差し引き
します。

○支払済の請求データ、あるいは支払予定の請求データを取下げる場合は「過誤」という処理になります。

※下記例のように現在、請求・審査・支払処理は、明細書データ単位で処理がされます。
市町村への過誤申立により、過去の明細書データに対し減額分のみが調整されることにはなりませんので、
必ず修正データを再請求する必要があります。

〔２〕過誤申立（取下げ依頼）について
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◆過誤についての注意点

②利用者負担上限額管理結果票は 過誤申立をしても取下げされません。

①過誤申立データの送信時期について必ず市町村と調整を取ってください。

過誤申立の際には、「何月に連合会へ過誤申立データの送信をするのか」市町村へ確認していただき、
該当月の１～１０日に当月請求分と過誤申立分を送信してください。

※過誤申立を行ったデータの再請求がない場合
当月請求分のみの金額から過去、支払済の金額を取下げし相殺するため、事業所への支払額が大幅に少な
くなる可能性があります。

※事業所への支払金額より過誤金額が上回った場合
請求月翌月、事業所より国保連合会へマイナス分の金額を振込みしていただくことになります。
振込方法等については、国保連合会よりご連絡します。

利用者負担上限額管理結果票を修正する場合は、「情報作成区分」を「修正」としてデータ作成し請求して
ください。

※上限額管理事業所が他事業所で、自事業所の利用者負担額が変更となる場合は、上限額管理事業所より当
該結果票を送信していただく必要があります。

▼簡易入力システム・利用者負担上限額管理結果入力画面

20
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４．「請求事務ハンドブック」の掲載について

○サービス提供事業所等向けパンフレット（小冊子）「請求事務ハンドブック」が
電子請求受付システム（WEBサイト）の「お知らせ一覧」に掲載されています。

電子請求受付システム総合窓口 障害者総合支援の請求はこちら お知らせ一覧
2019/04/26 請求時にご活用いただける「請求事務ハンドブック」の改版について

掲載場所

請求情報の作成や
上限額管理、よくある質問などが
記載された約30ページの小冊子です
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５．「請求関連資料」の掲載について

○本年度より電子請求受付システムのトップメニューに「請求関連資料」が追加されました。
この機能を活用することで、請求事務に必要となる資料を参照することができます。

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②
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「ファイルまたはリンク」欄にあ
る資料のリンクをクリックするこ
とで参照できます。

該当サービスをクリックすると
右図が出てきます。

サービスごとに報酬算定構造や
サービスコード表等を参照するこ
とができます。
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「請求関連資料」からお勧め資料をご案内します。

○サービス実績記録票記載例

「サービス実績記録票記載例」のリンクを
クリックすると右図のように各サービスの
実績記録票記載例が参照できます。
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○サービスコード表

該当サービスをクリックすると
右図が出てきます。
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「サービスコード表【ＰＤＦ】」のリンク
をクリックすると右図のように各サービス
のサービスコード表が参照できます。
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※「障害福祉サービス費等の請求について」
の掲載場所
本会ホームページトップページ
→介護福祉関係の皆様
→障害福祉サービス事業所向け
→障害福祉サービス費等の請求について

ここでは、お問い合わせの多い「市町村番号一覧表」および「地域区分表」の掲載場所につきまして、
ご案内いたします。

６．「市町村番号一覧表」および「地域区分表」の掲載について

○本会ホームページ「障害福祉サービス費等の請求について」より

当該リンクをクリックする
と右図が参照できます。
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○電子請求受付システム「お知らせ一覧」より

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②
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赤枠をクリックすると右図
の画面へ推移します。
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赤枠をクリックすると右図
が参照できます。
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指定障がい福祉サービス事業所等実地指導における
指摘事項について

豊田市福祉部総務監査課
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令和元年度 指定障がい福祉サービス事業者等の指導監査について

１ 指導監査の概要
（１）目的

指定障がい福祉サービス事業者等が法令、通知等を遵守し、適正な事業運営を実施している
か否かを明らかにし、当該事業者等の適正かつ円滑な事業運営を確保すること。

（２）対象
  ア 指定障がい福祉サービス事業者
  イ 指定障がい者支援施設の設置者
  ウ 指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障がい児相談支援事業者
  エ 指定障がい児通所支援事業者（令和元年度から中核市に権限移譲）
  オ 指定地域生活支援事業者

（３）実施方法
区分 実施方法 対象事業所 実施課

指導

集団指導
一定の場所における
講習の方式

全事業所（年１回程度）
障がい福祉課
（総務監査課）

実地指導
事業所・施設等におい
て面接、書類確認等に
より実施

入所施設 概ね 2年毎
事業所  概ね３年毎

総務監査課

監査
事業所・施設等におい
て面接、書類確認等に
より実施

指導の結果監査が必要な場合
支援内容や給付費の請求内容
が不適切な疑いのある場合

総務監査課
（障がい福祉課）

  ※その他、業務管理体制の確認検査を実地又は書面にて実施することがあります。
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２ 指定障がい福祉サービス事業者等の実地指導実施状況について

サービス種類 事業所数 
（H31.4.1 時点） 

実施数 
（R2.2.28 時点） 実施率（％） 

障
が
い
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
・
児
童
福
祉
法

居宅介護 47 13 27.7 

重度訪問介護 44 12 27.3 

同行援護 11 1 9.1 

行動援護 2 0 0.0 

療養介護 0

生活介護（基準該当含む） 30 12 40.0 

短期入所（共生型含む） 13 3 23.0 

重度障がい者等包括支援 0

自立訓練（機能訓練） 0

自立訓練（生活訓練） 1 0 0.0 

就労移行支援 9 4 44.4 

就労継続支援Ａ型 8 5 62.5 

就労継続支援Ｂ型 20 6 30.0 

就労定着支援 0 

自立生活援助 0 

共同生活援助 15 5 33.3 

施設入所支援 4 3 75.0 

地域移行支援 1 1 100.0 

地域定着支援 1 1 100.0 

計画相談支援 24 10 41.7 

障がい児相談支援 18 8 44.4 

児童発達支援 14 4 28.6 

放課後等デイサービス 36 11 30.6 

保育所等訪問支援 1 0 0.0 

計 299 99 33.1 

※事業所数は、休止中を除く
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サービス種類 事業所数 
（H31.4.1 時点） 

実施数 
（R2.2.28 時点） 実施率（％） 

豊
田
市
地
域
生
活
支
援
事
業

移動支援 32 9 28.1 

身体障がい児者移動入浴 4 1 25.0 

身体障がい児者自立支援 5 0 0.0 

地域活動支援センターⅢ型 2 0 0.0 

地域生活支援デイサービス 20 3 15.0 

デイサービス型地域活動支援事業 3 0 0.0 

日中短期入所 16 3 18.8 

計 82 16 19.5 

３ 実地指導における主な指摘事項一覧     ※平成 31年 4月 令和 2年 2月実施分
（１）共通事項

区分 No. 指摘事項

人員基準 

１ 
事業所ごとに、月ごとの勤務表（従業者の日々の勤務時間、職務の内容、
常勤・非常勤の別、兼務関係を明確にしたもの）を作成すること。 

2 
勤務表について、記載されていない者が見受けられたため、記載するこ
と。 

3 
勤務表に兼務関係を記載し、兼務する従業者の事業所ごとの勤務時間を
明らかにすること。 

4 
常勤の職員が勤務すべき時間数を超えて職員を配置している事例が見
受けられたため、常勤換算上、勤務延べ時間数に算入できるのは常勤の
職員が勤務すべき時間数が上限となることに留意すること。  

5 勤務表の勤務時間は、実際に勤務した時間のみを含めること。 

運営規程、重要事項
説明書、利用契約 

6 重要事項説明書を作成し、利用者へ交付するとともに、同意を得ること。

7 

運営規程、契約書及び重要事項説明書について、実態と整合を図ること
（従業者の員数、営業日、サービス提供時間、対象とする障がいの種類、
利用者から徴収する費用、通常の事業の実施地域、行政の担当窓口連絡
先）。

8 重要事項説明書について、苦情担当窓口を適切に記載すること。 

9 
提供するサービスの第三者評価の実施状況について、重要事項説明書等
に記載し、利用者の同意を得ること。（外部サービス利用型共同生活援
助、相談支援系、地域生活支援事業除く）

※事業所数は、休止中を除く
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運営規程、重要事項
説明書、利用契約 

10 
他の事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際
は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ること。 

11 
利用者に係る契約をした際は、障がい福祉サービス等受給者手帳に契約
支給量等を記載すること。 

個別支援計画 

12 個別支援計画の変更の際についても、アセスメントを実施すること。 

13 
個別支援計画は、サービス等利用計画（障がい児支援利用計画）を踏ま
えて作成することに留意し、サービス等利用計画を確認した上で個別支
援計画を作成すること。

14 
サービス提供にあたっては、個別支援計画に沿って実施するよう留意す
ること。 

15 
利用契約前にアセスメントを実施しているケースが見られたため、利用
契約後に計画作成に係る一連の業務を行うことに留意すること。 

16 
アセスメントに基づき、個別支援計画の原案を作成し、この原案につい
て会議を開催し、意見を求めることに留意すること。（居宅介護等を除
く。）

17 
アセスメント及びモニタリングの実施について、適切に記録を行うこ
と。 

18 
個別支援計画が作成されていない利用者が見受けられたため、サービス
提供を行う場合は必ず作成しなければならないことに留意すること。 

19 
個別支援計画について、サービス提供開始後に作成されている事例が見
受けられたため、サービス提供前に作成するようにすること。 

その他運営基準 

20 
利用者に金銭の支払を求める場合は、当該の金銭の使途・額・理由につ
いて、書面により明らかにし、利用者の同意を得ること。

21 
利用料について、重要事項説明書と異なる請求がされている事例が見ら
れたため、適切に対応すること。

22 
法定代理受領により市から給付費の支給を受けた場合は、利用者に対
し、当該費用の額を通知すること。 

23 提供するサービスの評価を行い、常にその改善を図ること。 

24 
事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会
計と区分すること。 

25 
協力医療機関を定め、掲示すること。（居宅介護等、就労定着支援を除
く。）

26 
サービス提供中に事故が発生した際は、適切に記録し、市障がい福祉課
へ報告すること。 

27 
サービス提供を行った際は、サービス提供に係る適切な手続を確保する
観点から、サービス提供実績記録表等で利用者の確認を得ること。 
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その他運営基準 28 
個別支援計画について、原本の保存がない事例が見られたため、適切に
保存すること。 

報酬関係 

29 
欠席時対応加算の算定にあたっては、利用者の状況、相談援助の内容等
を記録すること。 

30 
欠席時対応加算について、利用を中止した日の前々日より前に中止の連
絡がされている場合、算定要件を満たさないので、過誤調整を行うこと。

31 
訪問支援特別加算の算定にあたっては、あらかじめ個別支援計画に位置
付け、利用者の同意を得ること。また、相談援助の内容を記録すること。

32 
食事提供体制加算について、個別支援計画において食事の提供を行うこ
ととなっている利用者に対し、食事の提供を行った場合に算定できるこ
とに留意すること。 

（２）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
区分 No. 指摘事項

人員基準 

１ 
事業所ごとに配置する従業者について、常勤換算で 2.5 に満たない月が
見受けられたため、適正に配置すること。 

2 
サービス提供責任者については、専ら指定居宅介護の職務に従事する者
を配置することに留意すること。 

個別支援計画 3 
個別支援計画に、担当する従業者の氏名、資格種別、所要時間をを記載
すること 

その他運営基準 

4 
サービスの実施状況や評価について、利用者及びその家族に説明を行う
こと。 

5 
提供実績記録票について、サービス提供時間の記載に実態と異なるもの
が見受けられたため、実際のサービス提供に即して記載すること。 

報酬関係 

6 
家事援助のサービス提供について、身体介護で算定されているため、自
主点検の上、過誤調整を行うこと。 

7 
同一敷地内建物等に居住する利用者に対してサービス提供を行った場
合の減算がされていないため、自主点検の上、過誤調整を行うこと。 

8 
特定事業所加算Ⅰにおける事業所ごとの計画には、研修期間及び実施時
期を明記すること。 

9 
特定事業所加算Ⅰについて、サービス提供責任者が従業者に対して、利
用者に関する情報やサービス提供にあたって留意事項を伝達する際は、
文書等の確実な方法により行うこと。 
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報酬関係 10 
給付明細書について、居宅介護のサービス提供時間に移動支援を要した
時間を算入している事案があった。同様の事例がないか自主点検を行
い、過誤調整等適切に対応すること。 

（３）生活介護
区分 No. 指摘事項

人員基準 

１ 
サービス提供日において、生活支援員等の配置が常時１以上ない日が見
られたため、常時１以上の従業者を介護に従事させなければならないこ
とに留意すること。 

2 
事業所に配置すべき従業員数について、看護職員、理学療法士又は作業
療法士及び生活支援員の数が、必要な配置数に満たない月が見受けられ
たため、適正な配置を行うこと。 

個別支援計画 

3 
生活介護事業所の職員でない者が個別支援計画の作成に関わっている
ケースが見られたため、当該生活介護事業所の職員が行うことに留意す
ること。 

4 
モニタリングの実施にあたっては、少なくとも6月に 1回以上利用者に
面接するとともに、その結果を記録すること。 

個別支援計画 5 
個別支援計画が作成されていなかったため、個別支援計画未作成減算を
行うこと。また、同様のケースがないかを確認し、必要に応じで適切に
対応すること。 

その他運営基準 6 
生産活動について、生産活動の収入によって賄うべき経費を適切に区分
した上で、生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金
額を工賃として支払うことに留意すること。 

報酬関係 7 
重度障がい者支援加算の算定は、支援計画シート等を作成する必要があ
ることに留意すること。支援計画シートが作成が作成されていない場合
は、自主点検の上、過誤調整等適切に対応すること。 

（４）就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援（A型、B型）
区分 No. 指摘事項

人員基準 １ 
常勤換算方法について、施設外就労においても、事業所の常勤者の勤務
時間数を元に計算すること。 

-38-



人員基準 

2 

施設外就労におけるユニットは、事業所ごとで設定する必要があるた
め、就労移行支援の利用者と就労継続支援の利用者が同一のユニットで
施設外就労を行うことはできないことに留意すること。 また、ユニッ
トには当該事業所の職員を配置すること。 
 以上の点について確認をした後、基本報酬及び施設外就労加算の算定
要件を満たしているかを確認し、満たしていない場合は、過誤調整等の
対応をとること。 

3 
常時 1人以上の従業者の配置が見られない日があったため、適切に配置
を行うこと。 

運営規程、重要事項
説明書、利用契約 

4 生産活動の内容について、運営規程に定めること。 

個別支援計画 5 
施設外支援の内容について、事前に個別支援計画へ位置づけを行うこ
と。 

その他運営基準 

6 
施設外就労により得た報酬について、報酬から施設外就労に必要な経費
を控除した額に相当する金額を利用者に支払うこと。 

7 
施設外支援について、利用者又は実習受入事業者等から、施設外支援の
提供期間中の利用者の状況について聞き取ることにより、日報を作成す
ること。 

8 

就労支援事業会計基準に基づき、次の書類を作成すること。 
(1)就労支援事業活動計算書 
(2)就労支援事業別事業活動明細書 
(3)就労支援事業製造原価明細書及び就労支援事業販管費明細書（就労
支援事業の年間売り上げが 5000 万円以下で、製造業務と販売業務に係
る費用を区別することが困難な場合は、就労支援事業明細書） 

9 
施設外就労先の企業と請負契約を締結する際は、契約の中で、作業の完
成についての財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運営する法
人が負うものであることを明確にすること。 

10 
年度ごとに、当該年度における工賃の目標水準及び前年度に利用者に対
して支払われた工賃の平均額について、利用者に通知すること。（就労
継続支援B型のみ。）

11 
施設外就労を行う場合は、月の利用日数のうち最低 2日は、施設外就労
先又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価を行うこと。 

12 
前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、毎年
市へ報告すること。（就労移行支援のみ。） 
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その他運営基準 13 
施設外就労について、毎月の報酬請求に合わせ、就施外就労に関する実
績を報告すること。 

報酬関係 

14 

施設外就労の実施にあたっては、施設外就労先の企業と請負契約を締結
しなければならないが、同一法人内での請負契約については、民法第108
条に規定する自己契約に該当し有効に成立しえないため、施設外就労の
要件を満たさないことに留意すること。同時に施設外就労加算の算定要
件も満たさないため、過誤調整を行うこと。 

15 

移行準備支援体制加算Ⅰについては、職員が同行して支援を行った場合
に算定可能なことに留意すること。職員が同行していない可能性のある
日に当該加算を算定している事例が見受けられたため、自主点検の上、
算定要件を満たさない日については過誤調整を行うこと。 

16 

賃金向上達成指導員配置加算について、指定基準で定める人員の配置に
加えて、常勤換算方法で１人の賃金向上達成指導員を配置した場合に算
定できることに留意すること。要件を満たさない月が見受けられたた
め、同様のケースがないか自主点検を行い、過誤調整を行うこと。 

（５）共同生活援助
区分 No. 指摘事項

人員基準 
１ 

世話人及び生活支援員について、常勤換算方法で必要な数を満たしてい
ない月が見られたため、適切な配置となるよう留意すること。 

2 世話人と生活支援員の勤務時間について、実態に即して分けること。 

報酬関係 
3 

夜間支援等体制加算について、夜間支援対象利用者ごとに夜間支援の内
容を個別支援計画に位置付けること。 

4 帰宅時支援加算について、外泊を共同生活援助計画に位置づけること。

（６）施設入所支援
区分 No. 指摘事項

その他運営基準 １ 
夜間時間帯は、午後 10 時から午前 5 時までの時間を含めた 16 時間で
あるため、適切に対応すること。 

報酬関係 2 
入院・外泊時加算Ⅱについて、入院・外泊の際に行った支援の内容が記
録されていない日が見られたため、適切に記録を行うこと。 
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報酬関係 3 

視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算について、昼間サービスにおいて
配置されている従業者に加え、施設入所支援の従業者として加配されて
いる場合に算定できることに留意すること。自主点検を行い、配置に不
足がある場合は、必要な対応を行うこと。 

（７）計画相談支援、障がい児相談支援
区分 No. 指摘事項

人員基準 1 
やむを得ない場合を除き、担当する利用者が利用する指定障がい福祉サ
ービス事業所等の業務と兼務していない相談支援専門員により、継続サ
ービス利用支援を実施すること。 

サービス等利用計画
障がい児支援利用計
画 

2 

サービス等利用計画案を作成又は変更した際は、サービス担当者会議の
開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うと
ともに、各事業所の担当者から意見を求めること。一部の利用者につい
て、全ての事業所の担当者へ意見を求めていないケースが見受けられた
ため、自主点検の上、所定単位数の算定基準を満たさない場合は過誤調
整を行うこと。 

3 
サービス担当者会議の記録について、一部作成されていないものが見受
けられたため、サービス担当者会議等を実施した場合は記録を作成し、
保存すること。 

4 
アセスメントについて、利用者の課題を客観的に抽出するための手法と
して合理的なものと認められる適切な手法を用いなければならないこ
とに留意すること。また、アセスメントの記録を作成すること。 

5 
サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を
利用者等に交付すること。 

6 
モニタリング期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、モニタリングを行う
こと。 

サービス等利用計画
障がい児支援利用計
画 

7 
アセスメント及びモニタリングの実施にあたっては、利用者の居宅等を
訪問すること。 

8 
アセスメントの記録が保存されていないものが見受けられたため、記録
を整備し、5年間保存すること。 

9 

サービス担当者会議について、支給決定前に実施されているものが見受
けられたため、支給決定の内容を踏まえて実施すること。また、サービ
ス担当者会議の記録が作成されていないものが見受けられたため、記録
を整備し、5年間保存すること。 
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その他運営基準 10 
相談支援専門員の有する資格・経験年数・勤務体制について掲示するこ
と。 

（８）児童発達支援、放課後等デイサービス
区分 No. 指摘事項

人員基準 

１ 
児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者について、サービス
提供時間帯を通じて配置すべき員数が確保されていない日が見受けら
れたため、必要な配置が行われるよう留意すること。 

2 
障がい福祉サービス経験者の実務経験証明書を整備するとともに、市へ
提出すること。 

個別支援計画 

3 
通所支援計画に、保護者及び障がい児の生活に対する意向、行事や日課
等のサービスの具体的内容についても記載すること。 

4 
モニタリングについて、保護者への面接が年１回のみとなっているが、
少なくとも 6月に 1回以上保護者及び障がい児に面接し、その内容を記
録すること。 

5 

児童発達支援から放課後等デイサービスへ移行した利用者について、放
課後等デイサービスの個別支援計画を作成しないままサービス提供が
されている事例が見られたため、適切な時期に計画を作成すること。な
お、計画が作成されていない期間については、個別支援計画未作成減算
に該当するため、自主点検を行い、該当するケースについては過誤調整
を行うこと。 

その他運営基準 6 
震災、風水害、火災その他の非常災害時に障がい児の安全を確保するた
めに講ずべき措置に関する具体的な計画を立てること。 

報酬関係 7 
送迎車両の事業所への到着時間を記録し、サービス提供時間前に到着し
ていることを明確にすること。 

（９）地域生活支援事業
区分 No. 指摘事項

その他運営基準 １ 
移動支援に要した交通費について、請求根拠を確認し、必要に応じて精
算等の手続きを行うこと。 

４ 特に注意すべき点
（１）【共通】個別支援計画の作成・更新前にサービス提供がされている事例が複数見られました。

個別支援計画未作成減算に該当する場合がありますので、必ず個別支援計画を作成した上で
サービス提供を行うようにしてください。
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（２）【計画相談支援・障がい児相談支援】サービス等利用計画案（障がい児支援利用計画案）を作
成又は変更した際は、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内
容について説明を行うとともに、各事業所の担当者から意見を求めてください（基本報酬の
算定要件）。

（３）指定基準で定める数の職員が確保されていない事例が複数見受けられました。特に以下の点
に御注意ください。

・【通所系サービス】指定基準上「常時 1以上の従業者を介護（訓練）に従事させる」ことが求
められている場合は、サービス提供時間帯において常に 1 以上の直接処遇職員を配置してく
ださい（管理者、サービス等管理責任者、児童発達支援管理責任者は直接処遇職員には含ま
れません）。

・【児童発達支援、放課後等デイサービス】指定基準上、単位ごとにサービス提供時間帯を通じ
て配置することが求められている児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者につい
ては、実際に現場に配置されている必要があります。常勤の従業者の有給休暇や出張につい
ては、常勤換算上の延べ勤務時間数に含めることは可能ですが、サービス提供時間帯を通じ
て配置する従業者として計上することはできませんので、御注意ください。
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就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における
留意すべき事項について

豊田市福祉部総務監査課
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就労移行支援事業、就労継続支援事業（A型、B型）において留意すべき事項について 

※根拠法令等の略称 
略称 名称

指定障がい福祉サービス
基準 

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準（平成 18年厚生労働省令第 171号）

就労支援事業留意事項 「就労移行支援事業、就労継続支援事業（A 型、B 型）における留
意事項について」（平成 19年 4月 2日付け障障発 0410 第 1号 厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）

就労支援事業会計処理取
扱い 

「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」（平成 18
年 10 月 2 日付け社援発 0115 第 1 号 厚生労働省社会・援護局長
通知）

１ 市町村への報告事項等について 

（１）前年度における就職した利用者数等の報告 
対象 就労移行支援
根拠 指定障がい福祉サービス基準第 183条

方法等 
①方法 「就職状況報告書」をまでに市障がい福祉課総務担当へ提出 
②時期 ４月１５日（必着） 
※「就職状況報告書」様式は市HPに掲載

（２）工賃の目標水準（当該年度）及び工賃の平均額（前年度）の報告（市） 
対象 就労継続支援B型
根拠 指定障がい福祉サービス基準第 201条第 4項

方法等 
①方法 「工賃実績報告（月額・時間額）」を市障がい福祉課計画担当へ提出 
②時期 毎年度（対象事業所へメールにて依頼） 
※「工賃実績報告（月額・時間額）」様式は依頼の都度メール送付

（３）工賃の目標水準（当該年度）及び工賃の平均額（前年度）の通知（利用者） 
対象 就労継続支援B型
根拠 指定障がい福祉サービス基準第 201条第 4項

方法等 
①方法 工賃の目標水準（当該年度）及び工賃の平均額（前年度）を、利用者に通

知（様式自由） 
②時期 毎年度
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（４）施設外就労実績の報告 
対象 施設外就労を実施している事業所
根拠 就労支援事業留意事項 5（2）④オ

方法等 
①方法 「施設外就労実施報告書」を市障がい福祉課自立担当へ提出
②時期 施設外就労を実施した月の給付費請求時
※「施設外就労実施報告書」様式は市HPに掲載

２ 就労支援事業会計処理基準について 

対象 

・就労継続支援A型、就労継続支援B型 
・就労移行支援（生産活動を行う事業所のみ） 
・生活介護（生産活動を行う事業所であって、就労支援事業会計処理基準に基づく
会計処理を行う場合のみ ※）

根拠 就労支援事業会計処理取扱い
 ※生活介護に限り、就労支援事業会計処理基準に基づく会計処理を行うかどうかは任意。 

（１）就労支援事業会計処理基準とは 
   生産活動による収入と、生産活動に必要な経費を、自立支援給付費収入と、自立支援給付費
で賄う人員基準上必要とされる職員の給与等と別に整理し、生産活動（就労支援事業）の製品
製造過程等における適切な製造原価等を把握して、適正な利用者賃金および工賃の算出をする
ための処理基準。 

生産活動（就労支援事業） 福祉事業活動（障がい福祉サービス）
・製品を販売して得た収
入
・組立等の作業で得た収
入
・受託作業で得た収入

・基準に定められた人員
配置を超えて雇用して
いる職員の給与等
・生産活動にかかる材料
費・経費

・自立支援給付費による
収入

・基準に定められた人員
配置内の職員の給与等 
※

・利用者への賃金

※「基準に定められた人員配置内の職員」 
自立支援給付費収入（報酬）において評価している職員のこと。例えば、管理者、職業指導
員、生活支援員、サービス管理者を指す。 
一方、指定基準を超えて専ら生産活動（就労支援事業）に従事することとして雇用している
従業者の人件費は、生産活動の人件費として処理することになる。 
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（２）作成すべき計算書類 
 就労支援事業会計処理基準の対

象となる事業所が1つの法人
就労支援事業会計処理基準の対
象となる事業所が複数の法人

A 
単独型事業所

B 
多機能型事業所

C 
単独型事業所

D 
多機能型事業所

就労支援事業事業活動計算書
（別紙１）

○ ○ ○ ○ 

就労支援事業事業活動内訳表
（別紙２）

  ○ ○ 

（表１）就労支援事業別事業
活動明細書

○ ○

（表２）就労支援事業製造原
価明細書 ○★ ○★
（表３）就労支援事業販管費
明細書
（表４）就労支援事業明細書 ○★ ○★

（表５）就労支援事業別事業
活動明細書（多機能型事業所等用）

○ ○

（表６）就労支援事業製造原
価明細書（多機能型事業所等用） ○★ ○★
（表７）就労支援事業販管費
明細書（多機能型事業所等用）
（表８）就労支援事業明細書
（多機能型事業所等用）

○★ ○★

 ※就労支援事業会計処理基準の対象となる事業所が複数の法人 
  …就労会計処理基準対象となる事業所が2か所以上（事業所番号が複数）ある法人のこと。 
（例 同一法人において、事業所番号 1111 の単独型事業所アと、事業所番号 2222 の多機能型

事業所イの指定を受けている場合。このとき、単独型事業所アは上記表の C、多機能型事
業所イは上記表のDに該当する。） 

（３）各計算書類について
ア 就労支援事業事業活動計算書（別紙１） 

  イ 就労支援事業事業活動内訳表（別紙２） 
    対象となる事業所の損益状況（生産活動及び福祉事業活動を合わせたもの）を把握するた

めに作成する。複数の就労支援事業所を運営する法人（上記表 C 及び D）は、就労支援事業
事業活動計算書（別紙１）に加えて就労支援事業事業活動内訳表（別紙２）を作成する必要
がある。 

(表 1)と(表 2) 

又は 

(表 4)のみ作成 

（条件あり） 

(表 6)と(表 7) 

又は 

(表 8)のみ作成 

（条件あり） 
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    なお、就労支援事業事業活動計算書（別紙１）や就労支援事業事業活動内訳表（別紙２）
は、各法人の従うべき会計基準に応じて、就労支援事業損益計算書等の作成に替えることも
可能。この場合も、生産活動（就労支援事業）に係る会計と、福祉事業活動（障がい福祉サ
ービス）に係る会計を、他の事業と区分した一つのセグメントとして取扱い、所要の計算書
類を作成する必要がある。 

    法人種別毎の取扱いの詳細については、「「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いに
ついて」の一部改正に伴う留意事項の説明」（平成 25 年 1 月 15 日付け 厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部障害福祉課 事務連絡）を参照のこと。 

 ウ （表１）就労支援事業別事業活動明細書、 
（表５）就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用） 

    サービス毎の生産活動（就労支援事業）の損益状況を把握するために作成する。 

エ （表２）就労支援事業製造原価明細書、 
（表６）就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用） 

  オ （表３）就労支援事業販管費明細書、 
（表７）就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

    原価管理の観点から、（表１）就労支援事業別事業活動明細書（多機能型は（表５））の明
細書として、（表２）就労支援事業製造原価明細書及び（表３）就労支援事業販管費明細書（多
機能型は（表６）及び（表７））を作成する。 

カ （表４）就労支援事業明細書、 
（表８）就労支援事業明細書（多機能型事業所等用） 

    生産活動（就労支援事業）の年間売上高が 5,000万円以下であって、多種少額の生産活動
を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合は、（表
２）就労支援事業製造原価明細書及び（表３）就労支援事業販管費明細書（多機能型は（表
６）及び（表７））の作成に替えて、（表４）就労支援事業明細書（多機能型は（表８））のみ
の作成とすることができる。 
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３ 施設外支援及び施設外就労の取扱いについて 

施設外支援 施設外就労
支援 
内容

企業内等で行われる企業実習等への支援 利用者と職員がユニットを組み、企業から
請け負った作業を当該企業内で行う支援

職員 
配置

不要 要 

報酬 
算定 
要件 

①施設外支援の内容が運営規程に位置付
けられている 

②施設外支援の内容が事前に個別支援計
画に位置付けられ、１週間ごとに計画の
内容について必要な見直しが行われて
いるとともに、就労能力や工賃の向上、
一般就労への移行が認められる 

③利用者又は受入先から利用者の状況に
ついて聞き取ることにより日報を作成
している 
④緊急時の対応が可能 

①施設外就労を行う日の１ユニットあた
りの利用者数に対して報酬算定上必要
な人数の職業指導員又は生活支援員を
常勤換算方法で配置 
②施設外就労の提供が運営規程に位置付
けられている 
③施設外就労を含む個別支援計画が事前
に作成され、就労能力や工賃の向上、一
般就労への移行に資すると認められる 

④月の利用日数のうち最低２日、訓練目標
に対する達成度の評価を行う 
⑤緊急時の対応が可能 
⑥施設外就労により実施する作業内容に
ついて、発注元の事業所と請負契約を締
結している 

⑦契約締結の際、以下の事項を明確にする 
 ア 請負作業の中で、作業の完成について
の財政上・法律上すべての責任は事業者
が負う 
 イ 施設外就労先からの報酬は、完成され
た作業の内容に応じて算定される 
 ウ 施設外就労先からの設備の借入れや、
材料の供給を受ける場合の定め

本体 
定員

増員不可 増員可 

提供 
期間

年間１８０日上限（特例あり） 上限無し 

※上記は基本報酬算定にあたっての要件。加算を算定する場合は、さらに当該加算の算定要件を
満たす必要がある。 
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（１）施設外支援の範囲について 
施設外支援とは、企業内等で行われる「企業実習」等への支援をいうものであり、労働や生
産活動、請負作業は除外される。
企業実習は、実習受入企業のボランティアによる無償の受入を想定しており、実習受入企業
から労働の対価となり得る金銭を受け取る場合は、施設外支援として取扱うことはできない（対
価を受取り労働する場合は、施設外就労として行うこと）。 

（２）施設外就労における請負契約の締結について 
   施設外就労を行うにあたっては、発注元の事業所と必ず請負契約を締結すること。 
   請負契約の締結は、請負契約書を取り交わす方法の他に、請負人が見積書を提示し、注文者
が当該見積書に対する注文書を発行するといった方法も考えられるが、契約締結にあたっては
以下の要件を満たすようにすること。 

ア 請負契約の中で、作業の完成についての財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運営する
法人が負うものであることを明確にすること（＝文書に記載すること）。 
例えば、以下の方法が考えられる。 

   ・請負契約書に記載する 
   ・基本契約書や覚書で書面を取り交わした上で見積書・注文書による請負契約を締結する 

 ※基本契約書や覚書と、見積書・注文書との関係を明確にすること 
   ・見積書に下線部の要件を記載し、注文書に「見積書に基づき注文する旨」を記載する 

イ 施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は、完成された作業の内容に応じて
算定されるものであること。 

ウ 施設外就労先の企業から作業に要する機械、設備等を借り入れる場合には、賃貸借契約又は使
用賃借契約が締結されていること。また、施設外就労先の企業から作業に要する材料等の供給を
受ける場合には、代金の支払い等の必要な事項について明確な定めを置くこと。 

   なお、同一法人内での請負契約については、民法第 108条に規定する自己契約に該当し有効
に成立しえないことから、施設外就労の要件を満たさないため、特に注意すること。 
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（３）施設外就労における職員配置の考え方について 
  ア 施設外就労の実施にあたっては、施設外就労を行う日ごとの 1 ユニットあたりの利用者数

に対して、報酬算定上必要な人数（常勤換算方法による。就労継続支援は 10 1 又は 7.5 
1、就労移行支援は 6 1）の職員配置が求められる（根拠 就労支援事業留意事項 5（2）
①イ）。 

  イ 施設外就労の作業中は、常に 1 人以上の職員を配置し、利用者のみとなる時間帯が生じな
いようにすること（根拠 指定障がい福祉サービス基準第 160条第3項（準用））。 
ウ 本体事業所には、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上
必要とされる人数の職員配置が求められる。 
エ 施設外就労に従事する利用者は、従事時間に関係なく当該日は施設外就労を実施したもの
として取扱う。 

〈事例〉 
・職員配置基準 7.5 1 
・常勤の職員が勤務すべき時間数8時間／日 
・ユニットA（10 00 17 00 の 6時間）、施設外就労参加利用者 3人 
・ユニット B（10 00 12 00 の 2時間）、施設外就労参加利用者 4人 

  ・本体事業所（10 00 17 00 の 6時間）、前年度利用者数 9人（施設外就労除く） 

〈職員配置基準〉 
  ・ユニット A 利用者 3人÷7.5＝常勤換算0.4以上必要 
         →8時間×0.4＝3.2 時間 …① 
  ・ユニットB 利用者 4人÷7.5＝常勤換算0.6 以上必要 
         →8時間×0.6＝4.8 時間 …② 
  ・本体事業所 利用者 9人÷7.5＝常勤換算1.2 以上必要 
         →8時間×1.2＝9.6 時間 …③ 
  ※① ③の常勤換算数を満たすとともに、利用者のみとなる時間帯が生じないよう、各ユニッ

ト及び事業所に常に 1人以上の職員配置が必要 …④ 
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〈職員配置例〉 

時間    9:00    10      11      12      13      14      15      16      17     18 

職員 A 

常勤 

本体 内 ↓A 休 内 2h

施設外 外 外 外 外 外 外 6h

職員B 

常勤 

本体 ↓B 休 内 内 内 3h

施設外 外 外 外 外 外 5h

職員C 

非常勤 

本体 内 内 休 内 内 内 内 6h
施設外 0h

※太枠 施設外就労先での作業時間帯 

  ・ユニット Aの職員配置時間数 6時間（職員A）  →①及び④を満たす 
  ・ユニットBの職員配置時間数 5時間（職員B）  →②及び④を満たす 
  ・本体事業所の職員配置時間数 11 時間（職員 A C）→③及び④を満たす 

 ※ユニット Aの施設外就労は、常勤換算上必要な時間数は 3.2 時間であるが、6時間の作業を
行っているため、職員Aが同行している 6時間を施設外就労分として計上する。 

  ※職員 Bは、施設外就労に同行する時間は 2時間であるが、ユニットBとして常勤換算上必要
な時間数は 4.8 時間となるため、便宜上 5 時間を施設外就労分、3 時間を本体事業所分とし
てそれぞれ計上している。 

  ※職員 Cの勤務時間数に加えて、職員A及び職員 Bの「内」とされた時間（施設外就労として
計上すべき時間を除いた時間帯）を、本体事業所分として計上する。 

※上記の例では、常勤換算上必要な時間数は、①＋②＋③＝常勤換算 2.2（17.6 時間）となる
が、各ユニット及び本体事業所に常時 1人以上の職員を配置するために、実際に必要な配置
時間数は 17.6 時間よりも多くなっていることに注意。 
※施設外就労の実施にあたっては、本体事業所と施設外就労の各ユニットにおける職員の勤務
時間数が明確になるよう記録を行うこと。 
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社会福祉法人・施設の指導監査における指摘事項について

豊田市福祉部総務監査課
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令和元年度 社会福祉法人・施設の指導監査における指摘事項について 

１ 監査実施状況 
社会福祉法人 １７法人中 6法人 
社会福祉施設 ６３施設中６３施設（老人福祉２7施設、児童福祉３２施設、障がい福祉 4施設） 

２ 文書・口頭指摘件数と主な指摘事項 
※（）内は前年度指摘件数です。 □は自己点検時にご活用ください。 

（１）法人運営 

機関・ 
運営 

18 件 
(13 件) 

・理事長の職務の執行状況について、定款の定めに基づき理事会で報告するこ
と。 

・評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が加わって
いないことの確認を行うこと。 

・理事・監事の選任の際には、欠格事由に該当する者及び暴力団等の反社会的
勢力の者が選任されていないことを法人において確認すること。 

・評議員会に、１回も出席していない評議員がいるため出席できるように留意
すること。

□ 

□ 

□ 

□ 

各種 
届出 

２件 
(5 件) 

・基本財産に抵当権を設定する際、所轄庁の承認が必要な事案については必ず
承認を得ること。また、根抵当権の設定は認められないことに留意すること。

・法人が登記しなければならない事項について、資産の総額は会計年度終了後
３か月以内に、その他の事項は変更から２週間以内に登記をすること。

□ 

その他 
3 件 
(1 件) 

・ヒヤリハット、苦情対応記録を園の苦情解決に関する規程にのっとり、適切
に記載・対応すること。 

□ 

（２）会計処理 

予算 
管理 

12 件 
(12件) 

・予算を超過して執行している科目が見受けられたため、適正な執行に努める
こと。 
・予算流用について、現計予算額は流用日時点の金額を計上すること。 
・経理規程に基づき、月次試算表を作成し、翌月末日までに統括会計責任者及
び理事長への報告を行うこと。

□ 

□ 
□ 

決算 
事務 

6 件 
(6 件) 

・計算書類（貸借対照表）、注記（固定資産）、附属明細書（基本金、固定資
産）、財産目録の整合を図ること。 

・資金収支計算書には、補正後の予算を表示すること。繰入金について、計算
書類の内部取引消去の金額と繰入金明細書の金額の整合を図ること。 

・就労支援事業販管費明細書を作成すること。

□ 

□ 

□

契約 
事務 

11 件 
(10件) 

・契約について、経理規程に基づき、契約書又はそれに準ずる書面（請書等）
を徴すること。 

・事務分掌規程の決定区分に基づく決定者により、契約金額の決定を行うこと。

□ 

□ 
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出納 
事務 

24 件 
(28件) 

・小口現金について、経理規程に定める限度額内で管理すること。 
・現金の収納について、経理規程に定める期限内に金融機関へ預け入れること。
・旅費は、旅費規程等に基づき適切に支給すること。 

□ 
□ 
□ 

寄附 
受入 

6 件 
(14件) 

・寄付を受けた際は、寄付者の意向を確認すること。 
・寄附金について、領収書及び寄附金台帳を適切に整備・管理すること。 
・寄附を受けた場合の会計処理を適切に行うこと。 

□ 
□ 
□ 

その他 
９件 
(18件) 

・社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体以外の者から借用し
ている場合は、その事業の存続に必要な期間の利用権を設定し、登記するこ
と。（賃借権の登記） 

・固定資産の保全状況及び異動について、所要の記録を行い、固定資産を適切
に管理すること。

□ 

□ 

（３）施設運営

規程 
整備 

7 件 
(24件) 

・運営規程を実態に合わせて変更すること。 
・個人情報保護及び情報公開の対応について、規程又は方針を定めること。 
・就業規則等（給与規程等含む）を改正した場合は、労働基準監督署へ届出を
行うこと。 

□ 
□ 
□ 

労務 
管理 

34 件 
(23件) 

・労働基準法の定めに基づき、雇用時に文書で明示すべき事項を適切に明示す
ること。 

・36協定について、協定の有効期間開始前に労働基準監督署へ届出すること。 
・産前休暇について、就業規則上の多胎妊娠の場合の期間が労働基準法上の期
間を下回っているため、改めること。 

□ 

□ 
□ 

消防・ 
防災 

 13 件 
(24件) 

・消防計画に基づき、消防設備の自主点検を行うこと。 
・消防設備の法定点検について、年２回実施すること。 
・消防法の定めに基づき行う訓練については、事前に消防署へ届出をした上で
実施すること。 

□ 
□ 
□ 

３ 指摘事項における注意すべきポイント 
（１）適切な施設運営のために、労働関係法令や消防法等の規定に基づいた各種届出を滞りなく、確実

に行い、法令を遵守してください。また、施設運営、サービス提供に関係する法令等の改正動向
にも注視してください。 

（２）各法人・施設で定めている規程（経理、旅費、就業規則等）と、実際の運用とに乖離がある事例
が見られました。規程に基づいた事務を徹底するとともに、規程を見直す場合は、適切な手続き
により改正を行ってください。

（３）建物整備を行った際の借入に対し、基本財産に抵当権を設定する場合は原則所轄庁の承認が必要
となります。抵当権設定前に市へご連絡ください。 
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地域生活支援事業報酬について

豊田市福祉部障がい福祉課
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令和２年度豊田市地域生活支援事業報酬について

１．改定日                                   
 令和２年４月１日（令和２年４月サービス提供分から適用）
２．地域生活支援事業の単位数単価                        
 １単位＝１０円（改定なし）       
３．報酬を改定するサービス                           
・日中短期入所 ・地域生活支援デイサービス ・地域活動支援センターⅢ型 
・デイ型地域生活支援事業 

４．報酬改定の内容について                           
○基本報酬単位数の変更
  地域生活支援事業の日中活動系サービスの報酬単価については、現行の生活介護の単
価を基準に算出していますが、１度の改定で実施すると影響が大きいため、昨年度より
令和３年までの３年をかけて現行の生活介護の単価に合わせていきます。
【基本報酬単価】
（１）日中一時支援（日中短期入所・地域デイ）・地域活動支援センター事業Ⅲ型

現行 改定後（Ｒ２） （Ｒ３）
５１８単位 ５０８単位 ４９６単位

（２）デイ型地域生活支援事業
現行 改定後（Ｒ２） （Ｒ３）

基本
事業５年目まで ６３２単位 ６２５単位 ６１７単位

事業６年目 ５１８単位 ５０８単位 ４９６単位

重度
事業５年目まで ９８１単位 ９７５単位 ９６９単位
事業６年目 ７０１単位 ６９５単位 ６８７単位

 【加算】
 （１）食事・送迎加算について
   日中一時支援の基本報酬単価と同様に３年かけて平成３０年度の生活介護の送迎
加算・食事加算に合わせます。

 【食事加算】              【送迎加算】
現行 改定後（Ｒ２） （Ｒ３）
３８単位 ３４単位 ３０単位

（２）入浴加算について（変更なし）５０単位
介護保険における通所介護の入浴介助加算を準用。

（３）その他加算について（変更なし）
  重度支援加算については、平成２９年度に見直しを行ったため据置とします。また上
限管理加算についても、現行の単価が法定給付の単価と同一のため変更はありません。

現行 改定後（Ｒ２） （Ｒ３）
４３単位 ３２単位 ２１単位
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５．その他連絡事項                                
（１）地域生活支援事業の請求書等の提出期限について
毎月１０日を提出期限としています。郵送で提出される場合は１０日必着でお願いしま
す。期限を過ぎて提出（到着）された場合は、当月に審査を行うのが困難になるため翌月
の審査（翌々月の支払い）となる場合もあります。ご注意ください。
（例１）１０日が土曜日→９日（金）期限（必着） （例２）１０日が日曜日→８日（金）期限（必着）

５月、１月については連休等があるため、地域生活支援事業の請求書等の提出期限につ
いては下記のとおりとします。請求日は１日 １０日までの日付で記載してください。

利用月 提出期限
令和２年４月分 令和２年５月１１日（月）
令和２年１２月分 令和３年１月１２日（火）

（２）受給者証について
更新月翌月の障がい支援区分や負担上限月額の誤りが多々見受けられるため、受給者証
の更新時には必ず原本の確認を行ってください。

（３）国保連合会請求における警告等について
 国保連合会請求に関して、下記のような警告等が審査の際に散見されます。

①A事業所で欠席時対応加算を算定している日に、Ｂ事業所を利用していた。
②Ａ事業所とＢ事業所の実績が重複している。
 ①に関しては障がい児通所支援系の事業所に多く見られます。欠席時対応加算を算定さ
れる場合は、同一日に他事業所の利用について確認をお願いします。また、正しいサービ
ス提供日時を実績記録票に入力しないと②の警告が発生しますので、正しい実績での入力
をお願いします。

③明細書に該当する上限管理結果票が届いていない。
④総費用額が上限額管理結果票と明細書で不一致。
 上限管理を行った場合は、上限管理結果票も忘れずに国保連合会へ送信してください。
また、上限管理結果票と実際の請求が一致していない場合がありますので、確認のうえ請
求をお願いします。

⑤請求明細書の「契約支給量」が受給者台帳の「決定支給量」を超えている。
⑥請求明細書のサービス提供量が「契約支給量」を超えている。
 受給者と契約を行った場合、契約内容報告書のご提出をお願いしていますが、国保連合
会への請求の際も正しい契約支給量を入力してください。正しい状態ではない場合、⑤⑥
の警告が出ます。

⑦事業所台帳の登録内容に該当する請求ではありません 
 事業所指定の際に提出いただいた書類を基に事業所台帳の登録をします。事業所台帳と
請求の内容が異なる場合に警告となります。届出内容を確認のうえ請求を行ってください。

★一部の事業所において、一度返戻した請求について修正を行わずそのまま再請求を行っている
ケースが見受けられます。不明な点は請求担当へお問い合わせのうえ、修正・再請求を行ってく
ださい。
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SC サービス内容 単位 SC サービス内容 単位 SC サービス内容 単位

K11111 地活（Ⅲ型）２Ｈ以下 254 H83111 日中短期入所Ⅰ２Ｈ以下 244 H42111 地域生活支援デイⅠ２Ｈ以下 244

K11112 地活（Ⅲ型）４Ｈ以下 303 H83112 日中短期入所Ⅰ４Ｈ以下 292 H42112 地域生活支援デイⅠ４Ｈ以下 292

K11113 地活（Ⅲ型）６Ｈ以下 406 H83113 日中短期入所Ⅰ６Ｈ以下 390 H42113 地域生活支援デイⅠ６Ｈ以下 390

K11114 地活（Ⅲ型）８Ｈ以下 508 H83114 日中短期入所Ⅰ８Ｈ以下 487 H42114 地域生活支援デイⅠ８Ｈ以下 487

K11115 地活（Ⅲ型）９Ｈ未満 567 H83115 日中短期入所Ⅰ９Ｈ以下 544 H42115 地域生活支援デイⅠ９Ｈ以下 544

K11116 地活（Ⅲ型）９Ｈ以上 597 H83116 日中短期入所Ⅰ９Ｈ超 573 H42116 地域生活支援デイⅠ９Ｈ超 573

K11961 地活（Ⅲ型）共通入浴加算 50 H83117 日中短期入所Ⅱ２Ｈ以下 254 H42117 地域生活支援デイⅡ２Ｈ以下 254

K15010 地活（Ⅲ型）上限管理加算 150 H83118 日中短期入所Ⅱ４Ｈ以下 305 H42118 地域生活支援デイⅡ４Ｈ以下 305

K15070 地活（Ⅲ型）共通食事加算 34 H83119 日中短期入所Ⅱ６Ｈ以下 406 H42119 地域生活支援デイⅡ６Ｈ以下 406

K15080 地活（Ⅲ型）送迎加算 32 H83120 日中短期入所Ⅱ８Ｈ以下 508 H42120 地域生活支援デイⅡ８Ｈ以下 508

H83121 日中短期入所Ⅱ９Ｈ以下 567 H42121 地域生活支援デイⅡ９Ｈ以下 567

SC サービス内容 単位 H83122 日中短期入所Ⅱ９Ｈ超 597 H42122 地域生活支援デイⅡ９Ｈ超 597

H91111 デイ型地活基本 625 H83123 日中短期入所Ⅲ２Ｈ以下 271 H42123 地域生活支援デイⅢ２Ｈ以下 271

H91112 デイ型地活基本６年目 508 H83124 日中短期入所Ⅲ４Ｈ以下 323 H42124 地域生活支援デイⅢ４Ｈ以下 323

H91113 デイ型地活重度 975 H83125 日中短期入所Ⅲ６Ｈ以下 430 H42125 地域生活支援デイⅢ６Ｈ以下 430

H91114 デイ型地活重度６年目 695 H83126 日中短期入所Ⅲ８Ｈ以下 537 H42126 地域生活支援デイⅢ８Ｈ以下 537

H91901 デイ型地活送迎加算 32 H83127 日中短期入所Ⅲ９Ｈ以下 599 H42127 地域生活支援デイⅢ９Ｈ以下 599

H91961 デイ型地活入浴加算 50 H83128 日中短期入所Ⅲ９Ｈ超 632 H42128 地域生活支援デイⅢ９Ｈ超 632

H95070 デイ型地活食事加算 34 H81961 日中短期入所共通入浴加算 50 H41961 地域生活支援デイ共通入浴加算 50

H95010 デイ型地活上限額管理加算 150 H85010 日中短期入所上限管理加算 150 H45010 地域生活支援デイ上限管理加算 150

H85070 日中短期入所共通食事加算 34 H45070 地域生活支援デイ共通食事加算 34

SC サービス内容 単位 H85080 日中短期入所送迎加算 32 H45080 地域生活支援デイ送迎加算 32

H71111 全身浴 1344 H85690 日中短期入所重度支援加算Ⅰ 50 H45690 地域生活支援デイ重度支援加算Ⅰ 50

H71112 部分浴 941 H85691 日中短期入所重度支援加算Ⅱ 60 H45691 地域生活支援デイ重度支援加算Ⅱ 60

H75010 移動入浴上限額管理加算 150 H86605 日中短期入所緊急受入加算 120
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多子軽減と幼児無償化について 

１ 障がい児通所支援に係る多子軽減事業の受給者証の取扱いについて 
現在、多子軽減の対象となる障がい児通所支援を受給しており、小学校就学前児童が二
人以上いる通所給付決定保護者で、令和２年４月から新たに多子軽減の対象となる支給決
定保護者及び令和２年４月から多子軽減の対象から外れる支給決定保護者については、令
和２年４月中に変更後の受給者証を支給決定保護者にお送りします。サービス提供事業所
様におかれましては、受給者証を御確認いただき、正しく請求を行っていただけますよう
お願いします。 

２ 幼児教育無償化に伴う障がい児通所支援事業の受給者証の取扱いについて 
  現在、無償化の対象となる障がい児通所支援を受給しており、令和２年４月から新たに
無償化の対象となる支給決定保護者については、令和２年４月中旬に無償化対象期間の記
載がある受給者証を支給決定保護者にお送りします。サービス提供事業所様におかれまし
ては、受給者証を御確認いただき、正しく請求を行っていただけますようお願いします。 

問合せ先 
障がい福祉課 自立担当 
電 話 0565-34-6751 
ＦＡＸ 0565-33-2940 
メール shougai_hu@city.toyota.aichi.jp 
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令和２年度 各種書類の提出について 

１ 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（通称 加算の届）
（１）届出に必要な書類＜障がい福祉サービス事業所・相談支援事業所＞ 

  ア 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（様式第 9号（その 1）（その 2）） 
イ 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1） 
ウ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙2） 
    ⇒兼務の方がいる場合は兼務先の勤務形態一覧表も併せて提出してください。 
エ 取得加算に必要な別紙 

  オ 取得加算に必要な証明書等添付書類（資格証の写し、受給者証の写し等） 
※ 必ず豊田市ホームページに掲載されている最新の様式をご使用ください。 

（２）届出に必要な書類＜障がい児通所支援事業所＞ 

  ア 障がい児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書 
  イ 障がい児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 
  ウ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【児童福祉法】（参考様式５） 
  エ 取得加算に必要な別紙 
  オ 取得加算に必要な証明書等添付書類（資格証の写し、受給者証の写し等） 

（３）提出期限 

 ＜持参の場合＞ 令和２年４月１５日（水）午後５時まで
 ＜郵送の場合＞ 令和２年４月１５日（水）必着 

（４）提出対象事業者 

 障がい福祉サービス事業所、相談支援事業所、障がい児通所支援事業所 
 ※ これまでは変更の有無に関わらず全ての事業所に提出していただいておりましたが、

平成３１年度から変更がない事業所の提出が不要とします。 

（４）注意点 

 ・勤務形態一覧表は令和２年４月分で作成してください。 
 ・体制状況一覧表について、新規や変更のある加算についてのみ日付を入れてください。 
・就労移行支援事業所は、「就職状況報告書」を併せて提出してください。 
 ・期間の短い中、恐縮ですが、期日までに提出いただくようお願い申し上げます。 

-63-



２ 変更届について
（１）届出に必要な書類 

  ア 変更届出書（様式第 3号） 
  イ 変更届に必要な添付書類（ホームページ参照） 
  ウ 資格等を証明する書類（人員変更のみ）研修修了証、資格証、実務経験証明書等 
  エ 障がい福祉サービス事業等変更届（障がい者総合支援法第７９条関係） 

（２）提出期限 

  ア ４月１日付けでの変更 
  ＜持参の場合＞ 令和２年４月１５日（水）午後５時まで
  ＜郵送の場合＞ 令和２年４月１５日（水）必着 
   ⇒加算の届と併せてご提出ください。 

  イ その他の日付での変更 
   変更日から１０日以内 

（３）提出対象事業者 

 障がい福祉サービス事業所、相談支援事業所、障がい児通所支援事業所 
平成３１年度から変更があった場合のみ提出が必要です。 

（４）注意点 

・事業所の所在地変更（移転）は図面の確認が必要ですので、変更前に事前相談をお願い
します。 

３ 業務管理体制の届出について

 指定障がい福祉サービス等事業者については、業務管理体制の届出が必要となります。届
出の内容に変更があった場合には、変更の届出が必要です。届出については、下記のページ
をご確認ください。 

http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushiservice/1019958/1004118.html 

豊田市ホームページ ⇒ 事業者向け情報 ⇒ 手続き・届出 ⇒ 障がい福祉サービス事業 
⇒ 1 障がい福祉サービス事業所等の指定申請、変更、加算等の手続きについて 
⇒ 7 業務管理体制の届出について 
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３ 令和２年度 福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について（既通知事項）
（１）対象法人（事業所） 

 豊田市内において障がい福祉サービス等を運営し、令和２年度に処遇改善加算等の取得を
予定する法人。（障がい児入所支援施設のみを運営する法人を除く。） 

（２）提出物 

 次頁「令和２年度福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の提出物について」のとおり 

（３）提出期限 

令和２年４月１５日（水）午後5時まで（郵送の場合は４月15日必着） 
 ※提出期限が遅れた場合、4月からの加算取得はできません。

（４）様式について 

 令和２年３月７日付け通知（メール）に添付の様式を使用すること。 
 ※ 後日、市ホームページ内の下記ページに掲載予定です。 

 豊田市ホームページ ⇒ 事業者向け情報 ⇒ 手続き・届出 ⇒ 障がい福祉サービス事業 
 ⇒ 1 障がい福祉サービス事業所等の指定申請、変更、加算等の手続きについて 
 ⇒ ４ 福祉・介護職員処遇改善（特別）加算について 

http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushiservice/1019958/1003272.html 

（５）その他 

 ・届出にあたっては、添付の厚生労働省通知「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基
本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をよく御確認のうえ、計画
書を作成してください。 
・新しい様式による提出のみの受付となりますので、ご承知おきください。 
 ・賃金改善実施期間は原則４月（年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した

月）から翌年の３月までです。 

（６）平成３１年度実績報告書の提出期限について 

提出期限 令和２年７月３１日（金）まで 
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令和２年度福祉・介護職員処遇改善（特別）加算等の提出物について 

福祉・介護職員処遇改善（特別）加算及び福祉・介護職員特定処遇改善加算を取得しよう
とする指定障害福祉サービス事業者等は、加算を取得しようとする年度の前年度の２月末ま
でに届出が必要となりますが、今回は特例により提出の期限を下記のとおりとします。前年
度に同加算を取得していた事業者等であっても改めて届出が必要ですので、届出書を提出し
てください。 

１ 届出書の提出期限（４月から加算を取得する場合） 
 ＜持参の場合＞ 令和２年４月１５日（水）午後５時まで
 ＜郵送の場合＞ 令和２年４月１５日（水）必着 

※期限を過ぎると、４月サービス提供分からの加算取得ができません。 

２ 提出書類 
  障がい福祉サービス等処遇改善計画書として以下とおりご提出ください。 

書 類 提出 備考 

はじめに 不要 要確認 

基本情報入力シート 不要 要入力 

別紙様式 2-1 計画書_総括表 必要 - 

別紙様式2-2 個表_処遇 必要 - 

別紙様式2-3 個表_特定 必要 ※特定加算を算定
する場合のみ

※ 根拠資料（労働基準法に規定する就業規則、労働保険に加入していることが確認できる
書類）の添付は不要ですが、豊田市から求めがあった場合は速やかにご提示ください。 
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加算・減算等の取扱い等について 

１ 共同生活援助事業所における夜間支援等体制加算（Ⅰ）の算定について

夜間支援等体制加算（Ⅰ）の算定に係る労働時間の考え方については、留意事項通知第
二の２（８）⑧において「夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び
深夜の時間帯（指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所
ごとに利用者の生活サイクルに応じて、１日の活動の終了時刻から開始時刻まで（午後
10時から翌日の午前５時までの間は最低限含むものとする。）を基本として、設定するも
の）」に基づく夜勤職員を配置する時間帯のうち、半分以上を労働時間とすることに留意
するようお願いします。 

当該取扱いについて、現在夜勤職員の労働時間が配置する時間帯の半分未満となってい
る場合、令和２年度末（令和３年３月３１日）まで経過措置としますので、改善するよう
お願いします。 
 なお、当該経過期間を過ぎても改善されない場合は加算算定を認めないこととしますの
で、ご承知おきください。 

２ 自己評価結果等未公表減算について

  児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成
24年厚生労働省令第15号）により、児童発達支援事業者においては平成30年４月から、
放課後等デイサービス事業者においては平成 29年４月から、ガイドラインに基づいた自
己評価を実施し、その結果及び改善内容を１年に１回以上、インターネットのホームペー
ジ等を活用して公表することが義務づけられており、公表場所を指定権者へ届け出ること
となっています。 

  この取扱いについて、豊田市では、ＷＡＭ ＮＥＴの障害福祉サービス等情報公表シス
テムに公表場所（ＵＲＬ）を登録し、併せて障がい福祉課総務計画担当へ当該公表場所を
メールで報告することをもって豊田市への報告とします。 
 つきましては、対象となる事業所について、下記のとおり報告をお願いします。期限ま
でに報告のない事業所につきましては、令和２年５月のサービス提供分より通所給付費を
15％減算とします。

（１）報告先メールアドレス 
shougai-hu-soumu@city.toyota.aichi.jp 

（２）報告期限 
令和２年４月３０日（木）まで 
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３ 常勤の定義及び常勤換算の方法について

（１）常勤・非常勤、専従・兼務の考え方（例） 

用語の定義と 
４つの勤務形態の例 

専従（専ら従事する・専ら
提供に当たる） 兼務 

当該事業所に勤務する時間
帯において、その職種以外
の職務に従事しないこと 

当該事業所に勤務する時間
帯において、その職種以外
の職務に同時並行的に従事
すること

常

勤 

当該事業所における
勤務時間が、「当該事
業所において定めら
れている常勤の従業
者が勤務すべき時間
数」に達していること

①常勤かつ専従 
１日あたり８時間（週 40
時間）勤務している者が、
その時間帯において、その
職種以外の業務に従事しな
い場合

②常勤かつ兼務 
１日あたり８時間（週 40時
間）勤務している者が、そ
の時間帯において、その職
種に従事するほかに、他の
業務にも従事する場合

非

常

勤 

当該事業所における
勤務時間が、「当該事
業所において定めら
れている常勤の従業
者が勤務すべき時間
数」に達していないこ
と

③非常勤かつ専従 
１日あたり４時間（週 20
時間）勤務している者が、
その時間帯において、その
職種以外の業務に従事しな
い場合 

④非常勤かつ兼務 
１日あたり４時間（週 40時
間）勤務している者が、そ
の時間帯において、その職
種に従事するほかに、他の
業務にも従事する場合 

（２）常勤換算の方法 
   当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を、当該事業所において常勤の従業者が勤務す

べき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は 32時間を基本とす
る。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算す
る方法。（小数点以下第２位を切り捨てること。） 

   この場合の勤務延べ時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤
務時間の延べ時間数であること。 

 （例）１日 ３１日の常勤の従業者が勤務すべき時間数が 176時間の場合 
    ⇒ （直接処遇職員の勤務延べ時間数） ÷ 176 ＝ 常勤換算数 

（３）有給休暇について 
  ・「常勤」職員  ・・・ 暦月を超えない範囲で、出勤していたものとして計上可。 
  ・「非常勤」職員 ・・・ 出勤としての計上は不可のため、月ごとに必要な常勤換算

数を満たすよう、職員を配置する必要がある。 
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障がい者歯科事業について
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令和 2年度障がい者歯科事業のご案内
（歯科健康診査と訪問予防指導）

障がいのある方のむし歯や歯周病の早期発見と予防のため、「歯科健康診査」を行います。
また、これとは別に、歯科医師・歯科衛生士が貴事業所に訪問し、職員の方に口腔ケアにつ
いての講話と実技を行う「訪問予防指導事業」も行います。ぜひご利用ください。

事 業 名 歯科健康診査 訪問予防指導 

対 象 者 通所施設利用者 入通所施設職員 

実施内容 問診、健診、歯科保健指導 口腔衛生の講義、演習 

実施希望日 

７月９日、１６日 
８月６日、２０日 
９月３日 
１０月８日、２２日 
１１月５日 
１２月３日  
※曜日は、いずれも木曜日 

１０月２９日 
１１月２６日 
１２月１０日 
１月１４日、２８日 
２月４日 

※曜日は、いずれも木曜日 

実施時間 

開始時間 施設の希望に応じます。
以下の時間帯でお願いします。 
・午前９時から１０時までに開始 
・午後１時以降に開始 
※所要時間は施設によって異なります。 

開始時間 施設の希望に応じます。
所要時間 １時間 30分程度 
以下の時間帯でお願いします。 
・午前の場合 午前９時から正午の間
・午後の場合 午後１時から６時の間

回   数 １事業所あたり １回／年 １事業所あたり １回／年 

どちらか一方または両方の申込みも可能です。 
事業を希望される場合は、裏面の申込書にご記入いただき FAX もしくはメールにてお送りください。 
申込期限 令和 2年４月１０日（金） ※期限後も相談に応じます

＜受講者の感想＞ 

・歯磨き介助体験をし、拒否 

 する理由や気持ちが理解できた。 

・職員間で課題共有ができ有意義だった。 

＜受講の様子＞ 

★4月 1日より 
【問合せ】 豊田市役所 保健部 総務課  
電話(0565)34-6723  ＦＡＸ(0565)31-6320
E-mail hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp

★3月 31日まで 
【問合せ】 豊田市役所 福祉部 障がい福祉課  
電話(0565) 34-6751 ＦＡＸ(0565) 33-2940
E-mail shougai_hu@city.toyota.aichi.jp

4月 1日から、組織改正により業務担当課が変わるため、時期によって問合せ先が異なります。 
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申込期限 令和 2年 4月 10 日（金） 

送付書不要    送付先 豊田市役所 保健部総務課 行き 
FAX  ０５６５－３1－６３２０

令和2年度障がい者歯科事業 申込書 

事業所名                     担当者名 
                                             〒     －
  実施場所                     （住所                      ） 

  電話番号                     FAX 

  歯科健康診査  □希望する  受診者数         人                   

  訪問予防指導  □希望する  参加職員人数      人                   

第１希望 第 2希望 第 3希望 

歯
科
健
康
診
査

日にち 月   日（木）   月   日（木）   月   日（木）

開始時間 
午前 ・ 午後 
      時から

午前 ・ 午後 
       時から

午前 ・ 午後 
       時から

訪
問
予
防
指
導

日にち 月   日（木）   月   日（木）   月   日（木）

開始時間 
午前 ・ 午後 
      時から

午前 ・ 午後 
      時から

午前 ・ 午後 
      時から

◆下欄に希望する日にちと開始時間をご記入してください。（※おもて面をご覧ください。）

＜お願い＞
・開始時間は、事業によって異なりますのでご注意ください。
・メールでのお申込みの場合は、件名を「障がい者歯科事業」とし、希望事業名等、必要事項を明
記してください。
・日にち・開始時間が決定後、担当者から連絡いたします。 
応募が多数の場合、過去の利用状況等を勘案し決定します。希望にそえない場合があります。
・訪問予防指導は、講師用のﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・ｽｸﾘｰﾝを施設でご準備ください。 

申込日    月   日 
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令和２年度からの「福祉の相談窓口」の運用について

豊田市福祉部福祉総合相談課
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令和２年３月２５日 

障がい福祉サービス事業所 各位 

豊田市役所 福祉部 福祉総合相談課 

令和２年度 身近な地域における「福祉の相談窓口」の整備について（情報提供） 

１ 目的・概要                                 

○高齢化の進展により、世帯が抱える困りごとは複雑化・複合化してきています。 
○こうした状況に対し、豊田市では早期の段階で気軽に相談ができ、専門的な支援に
結び付けられる環境づくりを進めています。また、住民一人ひとりが地域とのつな
がりを強め、住民間で支え合う地域づくりも同時に展開しています。 

この取組の拠点となる相談窓口について、高岡・猿投地区でのモデル実施を踏まえ、
令和２年度より新たな体制を整えることとし、更なる充実を図ります。

２ 高岡・猿投地区でのモデル実施について                    

○どこに相談してよいかわからない場合など、気軽に相談していただけるよう平成２９
年度に高岡地区、平成３０年度に猿投地区に相談窓口をモデル的に開設しました。 

＜相談実績＞          （実件数）
地区名 H29 H30 R1上半期

高岡 １６６ １２２ ８３

猿投 ７２※
※本庁での相談実績

１２８ ７９

＜支え合いの地域づくりの実績例＞ 
 ①住民間でのお助け隊の実施【若林自治区】

【内容】 若林自治区内の高齢者世帯等への軽易な生活支援 
【実績】 H30.7 H31.3 の 9か月で、29件の支援を実施 
【効果】 31 名が隊員登録(当初)し、住民同士での支援が浸透 

 ②福祉的な視点による防災連携研修会【猿投中学校区】
【内容】高齢者や障がい者に対する災害時対応の理解を深める研修
【実績】 区長・民生委員・学校を対象に、計 24名が参加 
【効果】 福祉的な意識の向上と自治区単位の取組につながる 

○本人や家族からの相談だけでなく、 
民生委員など地域住民からの「心配
な世帯がある」との情報から相談に 
つながる。

○課題が重症化する前の早期アプロ 
ーチが図れる。

お助け隊での電球交換の様子 

連携研修会の様子 
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３ 令和２年度からの体制について                        
 ○さらなる充実に向けては、自治区・民生委員など地域に根付いたネットワークとの
結びつきが今後重要となります。 

 ○そこで、旧市内５支所の地域振興担当に新たな機能を位置づけ、支所・社会福祉協
議会・福祉総合相談課の連携による新体制で、「福祉の相談窓口」として実施して
いきます。 

 ○なお、高岡・猿投地区では４月から新体制で運営開始し、上郷・高橋・松平地区で
は施設改修等を行い、７月からの開設を予定しています。 

令和元年度まで 令和２年度から 場所

福
祉

福祉総合相談課 
社会福祉協議会（CSW※） 
・相談窓口 
・相談後の支援 
・虐待等の緊急案件の対応 
・支え合いの地域づくり

支所（地域振興担当） 
・相談窓口（聞取り、支援機関へのつなぎ）
・支え合いの地域づくり
（地域予算提案事業等による地域課題への対応）

社会福祉協議会（CSW※）
・相談後の支援（経済的困窮者を中心とした支援）
・支え合いの地域づくり（地域活動の支援等）

上郷・猿投・
高岡・高橋・
松平 
コミセン 

上郷・猿投・
高岡・高橋 
コミセン 
※松平担当は
高橋支所内に
配置

福祉総合相談課 
・支所及びｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの支援 
・相談後の支援（困難案件、支援機関間の調整）
・虐待等緊急案件の対応

本庁 

＜新＞福祉の相談窓口

健
康
地域保健課（保健師）
・まちぐるみの健康づくり等

地域保健課（保健師）
・まちぐるみの健康づくり等（従来どおり）

猿投・高岡・
コミセン 

＜新たな体制に移行後の運用＞
 ①市民が福祉に関する「困りごと」について相談したいとき 
…まずは、支所の地域振興担当にご相談いただきます。内容に応じて、福祉総合相
談課や社会福祉協議会に引き継ぎ、支援につなげますので、関係機関の皆様には
御理解と御協力をお願いします。 

 ②市民が福祉に関する「地域活動」について相談したいとき 
 …まずは、社会福祉協議会（CSW 各地区担当）に御連絡いただきます。具体的な相
談は、必要に応じて区民会館等にお伺いします。関係機関の皆様も相談ごとがあ
れば、社会福祉協議会（CSW各地区担当）にお願いします。 

＜問合せ先＞ 
福祉部 福祉総合相談課  中野・安藤 
（電話）０５６５－３４－６７９１

＜旧＞健康と福祉の相談窓口 
（高岡・猿投で実証したモデル事業名称） 

※CSW
コミュニティソーシャルワーカ
ーの略であり、生活の困りごとを地
域の様々な力につなげて解決する
とともに、課題への対応がスムーズ
に進む仕組みづくりに取り組むコ
ーディネーター
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とよた市民後見人養成講座の開催について

豊田市福祉部福祉総合相談課
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City of Toyota  つながる つくる 暮らし楽しむまち・とよた

令和元年度障がい福祉サービス事業所説明会 資料
（福祉総合相談課・豊田市成年後見支援センター）

（資料内容の問合せ）豊田市福祉総合相談課 TEL 0565-34-6791
（制度・支援の相談） 豊田市成年後見支援センター TEL 0565-63-5566
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説明概要

１ 豊田市成年後見支援センターの実績について（報告）【P.1 2】
○今年度の豊田市成年後見支援センターの実績（平成31年4月 令和2年1月）についての報告です。

○新規相談件数200件のうち、知的障がい者の方に関する相談が11件（5.5％）、精神障がい者の方に
関する相談が35件（17.5％）ありました。

２ とよた市民後見人の養成について（周知）【P.3 4】
○豊田市では令和元年度より、市民後見人（親族や弁護士等の専門職ではなく、一定程度の研修と
支援体制のもと活動する住民による後見人）の養成を行っています。

○次年度以降においても、継続して講座を開講する予定です。詳細は広報とよたや公共施設等に配架する
チラシをご参照ください。
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１ 豊田市成年後見支援センターの実績について（報告）

1

<広報業務>
出前講座や関係機関向け研修会を通じ、成年後見制度及びセンター機能の普及啓発を行った。
・障がいのある生徒の保護者を対象に、学校や保護者会で講座を４回開催した。
・事例を用いるなどして、成年後見制度について、より理解してもらえるよう努めた。

<相談業務>
後見制度に関する相談支援を行うほか、適切な支援機関に相談をつなげた。
・関係機関からつながった相談は８９件、親族からつながった相談は８２件であった。
・対象者の属性としては「身寄りがない人」「親族と疎遠な人」が多い傾向。

<利用促進業務>
豊田市・専門職・関係機関と連携し、権利擁護が必要な方が成年後見制度につながるよう体制整備を行った。
・とよた市民後見人養成講座を開始。１７名が修了し、今後バンク登録予定。
・定例会ではアドバイザーはもとより家庭裁判所の参加により、活発な審議がなされた。
また、受任調整会議では６７件の候補者調整を行った。

<後見人支援業務>
親族後見人や専門職後見人が相談しやすい環境を整えた。
・チーム会議を５０回行い、後見人等が親族や支援機関と協働できるよう努めた。
・１０月より後見人等のための法律専門職相談会を開催。制度や後見人等についての相談が９件あった。

<法人後見業務>
社会福祉協議会として複合的な問題を抱える世帯、頻回な支援が必要な方等の法人受任を行った。
・３９名受任しており、１名が審判待ちである。
・適切な案件はとよた市民後見人へつないでいけるよう、引き続き体制を整備していく。

※いずれも令和２年１月末時点の実績値
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１ 豊田市成年後見支援センターの実績について（報告）

<広報業務> H３０実績値 R１目標値 R１実績値（１月末）

出前講座（回） ４２ ２０ ３５

市民講座（回） ０ １ 0（3/17予定→中止）

専門職との勉強会（回） １６ １０ １３

<相談業務> H３０実績値 R１目標値 R１実績値（１月末）

相談支援 ２７３件・延べ２，０４６回 ２５０件 ２００件・延べ２，７０５回

内訳
区分 認知 知的 精神 他

――――――
認知 知的 精神 他

対象者（名） １６４ １９ ５２ ３８ １０２ １１ ３５ ５２

<利用促進業務> H３０実績値 R１目標値 R１実績値（１月末）

市長申立（件） ２１ ―――――― ２３

申立支援（名） ７７ １００ ９２

定例会（回） １２ １２ １０

<後見人支援業務> H３０実績値 R１目標値 R１実績値（１月末）

後見人支援（件） ７７ ―――――― ６２

チーム会議の開催（回） ６１ ７０ ５０

<法人後見業務> H３０実績値 R１目標値 R１実績値（１月末）

受任件数（名） ４０（延べ４３） ５０
2

３９（延べ４７）
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２ とよた市民後見人の養成について（令和元年度講座について）

3

面接・バンク登録

令和２年３月 ４月（予定）

実務講座(後見事務の実務を学ぶ）

令和２年1月 ２月

基礎講座（座学やグループワーク中心に学ぶ）

令和元年6月 令和２年１月

令和元年度は、１７名が実務講座まで受講
し、修了しました。
（４０代 ７０代の男性１１名、女性６名）

判断能力が不十分な方に寄り添い
心の声に耳を傾けながら後見人等
として活動する市民のこと。
本人だけでは難しい福祉制度等の
手続きや支払いを行い、その人が
その人らしく暮らせるよう、生活
を守ります。

総括
講座を通して、制度の基礎知識のみならず、本人の意思に寄
り添う視点を持つことができました。実務講座においても、
とよた市民後見人の理念を意識して実践的な後見事務の演習
・グループワークを行っており、今後、権利擁護の視点を持
った地域における支援者としての活躍が期待されます。

とよた市民後見人とは

（↑実務講座の様子）
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２ とよた市民後見人の養成について（令和２年度講座について）

バンク登録・面接

令和3年3月 とよた市民後見人バンク登録

実務講座(実習形式)

令和3年1月 2月 後見事務の実習

基礎講座(座学中心)

令和2年8月 12月 座学やＧＷ中心に基礎知識を習得

事前説明会
令和2年7月 講座の概要説明と受講申込み受付

4

◆受講申込時に以下の条件を満たし、市民後見人となることを希望する者
①社会福祉活動に理解と熱意があり、他の関係機関と共働し後見活動が支障なく行えること
②豊田市在住・在勤であること
③満２５歳以上であること
④原則、講座の全日程に参加可能であること

＜基礎講座の概要＞

○意思決定支援としての制度理解
○市民後見人の必要性と意義の理解
○後見活動で必要な知識の習得

(対人支援、民法、生活保護等)
○事例検討・グループワーク
○とよた市民後見人として実際に活動する人
からの講義、交流の機会
○レポート作成

※親族後見人への支援の一つとして、
親族後見人にも講座の開放を予定

＜実務講座の概要＞

○後見センター職員とともに、実際の後見
活動を行うことで、座学での理解をさらに
深める
○福祉施設等への訪問、実地体験を
行うことで、現場の実態を把握する
○定例会やカンファレンスへの参加
○レポート作成
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障がい者虐待の現状について

豊田市福祉部福祉総合相談課
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１ 養護者による障がい者虐待に関する近5年間の件数実績について（Ｈ27-R1上半期）

（１）障がい者虐待に係る通報・届出受付件数
通報 届出 合計 県

Ｈ27 8 7 15 244
Ｈ28 2 6 8 268
Ｈ29 7 8 15 326
Ｈ30 6 3 9 414
Ｒ1（上半期） 7 0 7 未集計

（２）障がい種別
身体障がい 知的障がい 精神障がい（発達を除く）発達障がい その他 不明 合計

Ｈ27 0 10 6 0 0 0 16
Ｈ28 4 4 1 2 0 0 11
Ｈ29 2 8 4 1 0 0 15
Ｈ30 3 5 0 1 0 0 9
Ｒ1（上半期） 0 3 4 0 0 0 7
※ひとりの障がい者で複数の障がいがある場合はそれぞれで計上しているので、（１）の合計値とは合致しない。

（３）虐待類型
身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放任 経済的虐待 合計

Ｈ27 8 0 7 2 3 20
Ｈ28 5 0 3 3 0 11
Ｈ29 5 0 6 3 4 18
Ｈ30 6 0 4 2 2 14
Ｒ1（上半期） 5 0 1 2 0 8
※受付件数１件当たりで複数の虐待に該当する場合はそれぞれで計上しているので、（１）の合計値とは合致しない。

（４）事実確認後の対応

やむを得な
い事由によ
る措置

市町村独自
事業に
よる一時保
護

他の親族等
が
世話をする

面談等を行
い、
引き続き養
護者が
世話をする

入院
福祉サービ
ス契約利用
による分離

Ｈ27 12 0 0 0 3 0 0 15
Ｈ28 5 0 0 1 2 0 0 8
Ｈ29 11 0 0 1 3 0 0 15
H30 3 0 0 0 1 0 5 9
Ｒ1（上半期） 4 0 0 0 2 0 1 7

障がい者虐待
として認定し
なかった事案

障がい者虐待として認定した事案

合計
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２ 施設従事者等による障がい者虐待に関する近５年間の件数実績について（Ｈ27-R1上半期）

（１）障がい者虐待に係る通報・届出受付件数
通報 届出 合計 県

Ｈ27 2 1 3 96
Ｈ28 0 2 2 104
Ｈ29 0 7 7 125
Ｈ29 0 0 0 157
Ｒ1（上半期） 1 3 4 未集計

（２）障がい種別
身体障がい 知的障がい 精神障がい（発達を除く）発達障がい その他 不明 合計

Ｈ27 0 2 0 0 0 1 3
Ｈ28 0 1 1 0 0 0 2
Ｈ29 2 1 1 0 1 3 8
Ｈ30 0 0 0 0 0 0 0
Ｒ1（上半期） 1 3 0 0 0 0 4
※ひとりの障がい者で複数の障がいがある場合はそれぞれで計上しているので、（１）の合計値とは合致しない。

（３）虐待類型
身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放任 経済的虐待 合計

Ｈ27 2 0 1 0 0 3
Ｈ28 0 2 1 0 0 3
Ｈ29 5 1 1 0 0 7
Ｈ30 0 0 0 0 0 0
Ｒ1（上半期） 1 2 1 0 0 4
※受付件数１件当たりで複数の虐待に該当する場合はそれぞれで計上しているので、（１）の合計値とは合致しない。

（４）障がい者虐待として認定した件数
認定しなかっ
た事案

認定した事
案 合計

Ｈ27 3 0 3
Ｈ28 1 1 2
Ｈ29 6 1 7
Ｈ30 0 0 0
Ｒ1（上半期） 3 1 4
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子ども食堂について

豊田市福祉部福祉総合相談課
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“子ども食堂”の実施状況について（概要） 令和２年２月現在
①梅坪台地区 「おかえり食堂」

②末野原地区 「ゆるっと ほっと かふぇ」

③逢妻地区 「☆きらりん☆」

運営主体 うめつぼファミリークラブ

趣旨等 ●世代間交流を通して、子どもを地域で見守り、地域で育てる活動
●高齢者の外出の機会の創出することでの介護予防の場

開始時期 平成28年11月 毎月1回 第3日曜日 午前9時30分 12時
開催場所 ほっとほーむよっていでん（デイサービス事業所）
参加者数 34名（うち、子ども15名）※H30.4.15日時点
実施内容 調理実践、食事、ふれあい、イベント的にファミリーコンサートの開催
運営資金 わくわく事業補助金・参加費（大人300円子ども200円）

運営主体 ゆるっと かふぇの会（管理栄養士・主任児童委員）

趣旨等
●見えにくい貧困、ネグレクト、孤食、学校へ行きづらい子の居
場所づくりと食の自立支援・学習支援

●あたたかな切れ目ない見守りでつながる地域づくり、顔の見える支援
開始時期 平成29年１月
開催場所 末野原交流館 毎月１回 不定期 日曜日 午後１時 ３時
参加者数 24名（うち、子ども18名）※H30.6.15日時点
実施内容 ボランティアとの調理実践、食事、ふれあい、学習、スポーツ、遊び
運営資金 参加費(100円）
その他 中京大学の学生ボランティアの参加

運営主体
☆きらりん☆
（市民福祉大学修了生・母子保健推進員
・主任児童委員）

趣旨等 ●貧困世帯の子どもを想定しながら、地域の子どもを対象
●世代間交流の中で、健全な子育てを地域で支え合う

開始時期 平成30年4月 毎月１回 第2土曜日 午前10時 午後3時

開催場所 深田山第二公会堂

参加者数 38名（うち、子ども30名）※H30.10.13日時点

実施内容 ボランティアとの調理実践、ふれあい、食事、遊び

運営資金 わくわく事業補助金・参加費（100円）

※参加者数には、子どもや、地域の高齢者のほか、ボランティアなどの運営者を含みます。

④崇化館地区 「おばあちゃんちは、ひまわり邸食堂」

運営主体 社会福祉法人 福寿園

趣旨等
●貧困世帯の子どもたちの孤立を防ぎ、社会性を育む機会を提供
●ボランティアの地域住民や施設利用高齢者とつながりの場
●ひとり親世帯の親に対しての就労支援
●職員の地域貢献に関する人材育成

開始時期 平成30年7月

開催場所 地域密着型複合福祉施設「ひまわり邸」
偶数月１回 第４金曜日 午後5時30分 ７時

参加者数 69名（うち、子ども26名）※H30.10.26日時点

実施内容 食事の提供・学習支援・ふれあい、遊び

運営資金
福寿園の地域貢献による出資
参加費
（幼児 ５０円、小中学生 100円、大人 200円）

その他 豊田地域看護専門学校・豊田高専の
学生ボランティアの参加
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“子ども食堂”の実施状況について（概要）
⑤高岡地区 「こども食堂さんぽみち」

運営主体 一般社団法人「天使のかけはし」

趣旨等
●不登校・ひきこもり・子育て・自立支援・社会復帰等を支援する法人
●人と人がつながる地域の居場所づくり
●晩ごはんをみんなで作る。孤食予防

開始時期 平成30年9月より、月１回実施

開催場所 カフェ癒し空間AngelMother
毎月１回 第４土曜日 午後4時 ７時

参加者数 15名（うち、子ども2名）※H30.9.22日時点
実施内容 ボランティアとの調理実践、食事、ふれあい

運営資金 タックストヨタ・カフェエンジェルマザー寄付金
参加費（大人 300円、子ども 100円）

⑥崇化館地区 「作ろう 食べよう あそぼまい 」

運営主体 崇化館地区「ぬくもり ねっと」

趣旨等
●地域の子どもたちの居場所づくり
●核家族や地域の人間関係の希薄化の予防
●地域と学校との連携
●必要な子どもへの学習支援

開始時期 令和31年5月 毎月１回 第３土曜日 午前11時 午後2時
開催場所 崇化館交流館
参加者数 挙母小学校４ ６年生 チラシの配布
実施内容 ボランティアとの調理・食事・ふれあい

運営資金 参加費（大人・子ども 100円）
わくわく事業補助金

⑦上郷 桝塚西町 「多世代サロン型子ども食堂」

運営主体 桝塚西町ボランティア「ささえ愛隊」

趣旨等
●向こう三軒両隣、子どもも、大人も、
高齢者も障害者もみんなおいで

●地域みんなの居場所づくり
●夏休み・冬休みの宿題を。

開始時期 平成30年8月よりイベント的に実施
開催場所 上郷桝塚西町「憩の家・児童館」
参加者数 73名（うち、子ども12名）※H30.9.24日時点
実施内容 ボランティアとの調理・食事・ふれ合い・遊び・学習

運営資金 わくわく事業補助金
参加費（大人・子ども 100円）

⑧末野原地区 「あそびとくらしとまなびの家 ちゃぽっと」

運営主体 地域のつどいの家作り実行委員会（代表 杉山氏）

趣旨等
●「あそこに行けば誰かに会える」家。困ったときに「助けて」が言える家
●子どもも大人も集いつながる家。心安らげる地域の家
●人にも環境にも優しく、人も資源も循環する場

開始時期 平成30年6月

開催場所 空き家活用（豊栄町９丁目９９－５）
毎月2回 第1・3月曜日 午前10時 午後3時

参加者数 20名（うち、子ども11名）※H31.4.1日時点

実施内容 調理実践・食事・ふれあい、遊び

運営資金
わくわく事業補助金
参加費
（子ども 100円、大人 500円）

その他 認知症高齢者・ひとり暮らし高齢者
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“子ども食堂”の実施状況について（概要）
⑨常盤のお抹茶サロン 「おばあちゃんと抹茶体験のおうち」

運営主体 お抹茶サロン（光輝庵 店主北川テル氏）

趣旨等
●困ったときに相談ができる、ひとりぼっちの夕飯からにぎやかな夕飯へ。
●ひとりぐらしのおばあちゃんと一緒に作るあったかいご飯。
●子どもと高齢者が集いつながる家。心安らげる地域の家

開始時期 平成31年4月

開催場所 抹茶サロン（常盤町２－１９）
毎月１回 第４水曜日 午後３時半 午後７時半

参加者数 産業文化センター学習支援「温」でチラシ配布
実施内容 抹茶体験・調理実践・食事・ふれあい・学習

運営資金
子ども食堂安全補助金
参加費
（子ども 100円またはお手伝い）

その他 ひとり暮らし高齢者

⑩上郷地区天道院「郷の里」

運営主体 ボランティア団体I`m home! （民生児童委員・主任児童委員・教
員OB・保育園園長OB・現保育園園長・子育て支援センター長）

趣旨等
●不登校・ひきこもり支援
●人と人がつながる地域の居場所づくり
●日中の居場所・昼食をみんなで作る。孤食予防

開始時期 平成30年6月より週２回実施

開催場所 上郷天道院

参加者数 生徒７名、ボランティア10名

実施内容 ボランティアとの調理、食事、ふれあい

運営資金 東名ライオンズ資金提供、備品提供

⑪藤岡「清野カフェ焼き立てパンを作ろう 」

運営主体 十人十色（不登校・引きこもり支援）（代表 清野裕美氏）

趣旨等
●不登校・ひきこもり支援
●人と人がつながる地域の居場所
●不登校支援コーディネーターと一緒に焼き立てパンを作る

開始時期 平成31年4月

開催場所 清野サロン（御作町日影山１０３７-５８）
毎月１回 第１日曜日 午後1時 ３時

参加者数 子ども3名、ボランティア２名
実施内容 パン焼き体験・食事・ふれあい

運営資金 子ども食堂安全補助金

その他 参加費 無料

⑫朝日丘地区 「 龍の子 」

運営主体 地域ボランティアグループ ソレイユ（代表 大羽文美）

趣旨等
●不登校・ひきこもり支援
●人と人がつながる地域の居場所づくり
●日中の居場所・昼食をみんなで作る。
●子どもの自己肯定感を高める居場所

開始時期 令和元年6月21日（金）午後0時 2時

開催場所 神龍寺茶室（朝日ヶ丘6丁目41）

参加者数 １４名（子ども２名、大人１２名）

実施内容 調理実践・食事・遊び・ふれあい・学習

運営資金 市内企業資金提供

その他 協力 神龍寺
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“子ども食堂”の実施状況について
⑬挙母地区 「 子どもカフェ まんぷく」

運営主体 地域ボランティア 代表 城賀代

趣旨等
●孤食の子どもが他者と食べることの楽しさを知る
●多世代の交流をしながら子どもたち（大人を含む）の空腹を満たし笑顔
を作り出すことで心を豊かにする
●イベントを通して物を作る楽しさを知ると共に経験豊富な子どもを育てる。

開始時期 令和元年９月２６日開設

開催場所 満福支店（小坂本町５丁目１３－１０）

周知方法 各学校や自治区、支援者による個別配布

実施内容 軽食・調理・宿題・ふれあい、遊び

運営資金 参加費 無料または安価
子ども食堂安全補助金

その他 共催 豊田市文化振興財団・随時イベント開催

⑭美里地区 「 東山ぐうぐう食堂いまここ 」

運営主体 いま・ここ（代表 小黒氏）

趣旨等
●みんなと一緒に食事やおしゃべりを楽しめる
●子どもも大人も、おじいちゃんもおばあちゃんも誰でも参加
●食事を食べるだけでなく、準備や調理、片づけも一緒に

開始時期 令和元年10月14日開設 参加者数62名

開催場所 東山市営団地 集会場

周知方法 自治区回覧・地域の協力による周知・居場所「いまここ」による周知

実施内容 調理実践・食事・遊び・ふれあい・学習

運営資金
子ども食堂安全補助金
参加費
（子ども 100円またはお手伝い、大人 300円）

その他 豊田東ロータリークラブによる出資・自治区協力

⑮逢妻県営団地 「茶の間 」

運営主体 逢妻県営自治区長（代表 田中氏）

趣旨等
●ひとり親・困窮世帯における子どもたちの居場所づくり
●子どもが、勉強のみでなく社会で活用できる知恵や経験を学ぶ場
●地域の高齢者が、特技を持ち寄り、子どもたちに伝承する
●小学校・中学校との連携

開始時期 令和２年2月21日（金）開設 予定

開催場所 逢妻県営団地 集会所

周知方法 自治区回覧・チラシ配布（逢妻県営団地限定）

実施内容 調理実践・食事・遊び・ふれあい・学習

運営資金 子ども食堂安全補助金
愛知県子ども食堂推進事業

その他 参加費無料・中京学生ボランティア

⑯高橋地区「たのしい 子どもキッチンくらがいけ」立ち上げ支援中

運営主体 高橋子ども食堂 （代表 増田氏）

趣旨等
●子どもたちの生きる力を身につけるお手伝い
●高齢者との交流
●健康な食事・食育をテーマに地域との交流

開始時期 令和２年６月20日（土）開設予定 第３土曜日

開催場所 特別養護老人ホーム「くらがいけ」

周知方法 チラシ配布

実施内容 調理実践・食事・遊び・ふれあい・学習

運営資金
子ども食堂安全補助金
社協子ども基金
参加費 （子ども・大人 100円）

その他 共催 特別養護老人ホーム「くらがいけ」
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“子ども食堂”の実施状況について
⑰JA高橋テラス 子ども食堂

運営主体 地域ボランティア 代表 鈴木 重嗣

趣旨等

●地域に根差したJAとして、地域組合員が中心となって実施する。
●SDGｓの取り組みの一つとして「食と農」の大切さを伝え地域農業の持
続可能性を訴える。
●多世代の交流をしながら子どもたち（大人を含む）と一緒に農産物の
旬を感じるような地産地消料理を料理教室スタイルで展開する。

開始時期 令和２年 未定
開催場所 JA高橋テラス（高橋町２丁目９４）

周知方法 各学校や自治区、支援者による個別配布

実施内容 地元農産物の調理・食と農の学習・宿題・ふれあい、遊び

運営資金 参加費 未定
子ども食堂安全補助金

その他 共催 JA高橋テラス

⑱おおぞら若園「おおぞらランチ」

運営主体 地域ボランティア 代表 寺田達子氏

趣旨等
●困りごとを抱えた子どもを地域で支えたい。困りごとを抱えた世帯の抽出
が難しいため、地域の子どもの居場所として実施し、その中で困っている子
の個別支援につなげたい。
●地域の大人と子どもがにぎわう場を提供する。

開始時期 令和２年３月２６日（木）開設予定 ※プレ実施

開催場所 花園児童館

周知方法 小学校から各世帯にチラシ配布

実施内容 調理実践・食事・遊び・ふれあい・学習

運営資金

花チカ事業補助金（地域の活動助成金）
子ども食堂安全補助金
社協子ども基金
参加費
（子ども 100円 大人 300円）

その他 協力 花園町・中根・吉原町の３自治区

⑲松平地区 「ビストロ スマイリング」

運営主体 NPO法人「おんぶにだっこ」

趣旨等
●高齢者が家事や育児、プラス仕事で大変な若者の助けるなる地域づくり
の一環として実施する。
●多世代の交流の場として、地域の高齢者、若者、子どもを支えたい。

開始時期 平成31年1月開始

開催場所 中垣内町広畑７－３

周知方法 SNS

実施内容 調理実践・食事・遊び・ふれあい

運営資金 （株）SMIRINGによる地域貢献

その他 協力 （株）SMIRING

⑳旭地区 みんなで集うご飯会「食卓きてみりん」

運営主体 あんじゃない 代表 戸田友介氏

趣旨等
●みんなでご飯を食べることを通して、顔なじみの輪を広げる場
●ちょっと家事をお休みして、会話を楽しむ場
●のんびり過ごしたり、宿題をしたり、遊んだりできる場
●多世帯型食堂

開始時期 令和２年１月２４日（金）開始

開催場所 旭地区

周知方法 チラシ配布

実施内容 調理実践・食事・遊び・宿題、のんびり会話

運営資金 愛知県子ども食堂推進事業

その他
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地域における子どもの居場所“学習支援”の実施状況について

運営主体 （代表 大村氏 ）

趣旨等
●共働き家庭の地域の子どもたち、おじいちゃんとおばあちゃんが一緒にご
飯が食べられる場所。
●親御さんも子どもたちも一緒にあたたかいご飯を一緒に食べれる場所。
●地域の憩いの場所。

開始時期 令和２年２月３日（月）中止 時期開催時期未定

開催場所 キッチン＆バル豆禅mame-zen（松平志賀町丸山５－４）

参加者数 支所・交流館・カフェでのたらし配布や掲示

実施内容 学習・遊び・食事

運営資金 未定

その他 参加費無料

 松平地区「豆膳」にこにこ子ども食堂
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地域における子どもの居場所“学習支援”の実施状況について

① 逢妻地区 「子どもの居場所 学習支援アイビーの庭 」

運営主体 逢妻ボランティアグループ （代表 佐々木笑子 ）

趣旨等
●子どもの貧困連鎖を断つことを目的とする学習の支援。
●地域の人とつながる子どもの居場所づくり
●子どもの自己肯定感を高める居場所

開始時期 令和元年８月３日（土）午後３時 ５時

開催場所 西部コミュニティセンターほっとかん（本新町７丁目４８－６）

参加者数 対象者への個別配布

実施内容 学習・遊び・ふれあい調理実践・食事

運営資金 未定

その他 参加費無料

② 高橋地区 「 学習支援グループ 虹 」

運営主体 学習支援グループ 虹

趣旨等
高橋交流館で外国籍の子どもを対象に学習支援を実施。対象は、主に
高橋地区ではあるが、他地域の方も可。また、外国籍以外の学習支援が
必要な方も受入可。

開始時期 平成２６年８月８日

開催場所 高橋交流館

参加者数 約20名

実施内容 毎週日曜日 午後1時 3時

運営資金 無

その他 参加費無料
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災害に備えた飲料水の備蓄について

豊田市上下水道局総務課
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施設管理者の皆様へ 
豊田市上下水道局  

災害に備えた飲料水の備蓄について（お願い） 

日頃は市の上下水道事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 
ここ数年、日本各地で大きな地震や風水害が発生し、重要なライフラインである水道に
も少なからず被害が発生しております。 
豊田市においても、平成３０年９月に台風２１号、２４号が上陸した際には、各所で停
電（倒木等による断線）や水道施設への土砂流入などで、広範囲の断水や濁り水が発生し
ました。 
このように、いつ発生してもおかしくない災害に備えて、常日頃から飲料水を備蓄して
いただきますようお願いします。 
なお、豊田市では災害備蓄用飲料水として「とよた水物語」を販売しておりますので、
備蓄の際には是非購入のご検討をお願いします。 

商品名 とよた水物語（ペットボトル 災害備蓄用飲料水） 
      ●500  ×24 本／箱   2,160円（税込）＋送料 
      ●2 ×6 本／箱    1,620円（税込）＋送料 

                  ◆箱のサイズ 
500  26×38×22 ㎝ 重さ 約 12㎏ 
2 23×29×32 ㎝ 重さ 約 12㎏ 

（左 ２   右 500  ） 

問合せ先 豊田市上下水道局 総務課 庶務担当 
     TEL ０５６５－３４－６６５３ 

FAX ０５６５－３６－５５２９ 
   Mail jyougesuisoumu@city.toyota.aichi.jp 
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Ｎｅｔ119緊急通報システムついて

豊田市消防本部指令課
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Net119緊急通報システム

どんなシステム 

裏面の手順を参照にアプリを登録してください。

 アンドロイド  アイフォーン  ケータイ

音声での１１９番通報が困難な方

しんせい よう に じ げ ん

ご

ば ん つ う ほ う

ご利用対象者
り よ う た い し ょ う し ゃ

豊田市消防本部 指令課
〒471-0879 豊田市長興寺 5丁目 17番地 1
メール shoubou-shirei @ city.toyota.aichi.jp
FAX 0565-35-9739 電話番号 0565-35-9724

と よ た し し ょ う ぼ う ほ ん ぶ し れ い か

で ん わ ば ん ご う

と よ た し ち ょ う こ う じ ち ょ う め ば ん ち

裏 面
あります

こ ー ど

病気・ケガ

火事

出 動通 報通 報

アプリで救急車・消防車を呼ぶことができます。（ガラケーでもOK）

お ん せ い

う ら め ん て じ ゅ ん さ ん し ょ う と う ろ く

登録方法
と う ろ く ほ う ほ う

こ ん な ん か た

お問合せ先
と い あ わ さ き

き ん き ゅ う つ う ほ う

び ょ う き

か じ

きゅうきゅうしゃ しょうぼうしゃ よ

つ う ほ う し ゅ つ ど う

う ら め ん
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にんしょう

り よ う しゃ

じょうほう

③ アイコン追加（ついか）

ほ ぞ ん さくせい

【メールアドレス承認へ】
をおす

【送信】をおす

メールが
届きます

した

下へスライドさせる 【同意する】をおす

名前や住所をいれる
【申請する】をおす

自宅を地図のまん中にする
【次へ】をおす

【申請する】をおす

右上の【 】をおす
右上の【 ☆ 】をおす

【ホーム画面に追加】
をおす

【追加】をおすURL をひらく

読み取る
よ と

URL をひらく
ゆーあーるえる

ゆーあーるえる

なまえ じゅうしょ じたく ち ず なか

みぎうえ

メールが
届きます
とど

とど

URL をひらく
ゆーあーるえる

entry_23211@entry07.web119.info

メールが
届きます
とど

空メールをおくる
か ら

みぎうえ

① 申 請（しんせい）

② 登 録（とうろく）

① アンドロイド版
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① 申 請（しんせい）

② 登 録（とうろく）

り よ う しゃ

③ アイコン追加（ついか）

さくせい

した

URL をひらく 【メールアドレス承認へ】
をおす

【送信】をおす

URL をひらく 下へスライドさせる 【同意する】をおす

名前や住所をいれる
【申請する】をおす

自宅を地図のまん中にする
【次へ】をおす

【申請する】をおす

下の【 】をおす 【ホーム画面に追加】をおす 【完了】をおすURL をひらく

ゆーあーるえる

ゆーあーるえる

なまえ じゅうしょ じたく ち ず なか

した

メールが
届きます
とど

メールが
届きます
とど

ゆーあーるえる

メールが
届きます
とど

entry_23211@entry07.web119.info

読み取る
よ と

空メールをおくる
か ら

② アイフォーン版
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り よ う しゃ

じょうほう

③ アイコン追加（ついか）

ほ ぞ ん さくせい

【メールアドレス承認へ】
をおす

【送信】をおす

した

下へスライドさせる 【同意する】をおす

【申請する】をおす

メールが
届きます

【サブメニュー】
をおす

【ブックマークへ登録】
をおす

【保存】をおす

URL をひらく
ゆーあーるえる

URL をひらく
ゆーあーるえる

名前や住所をいれる
【次へ】をおす

なまえ じゅうしょ

自宅を地図のまん中にする
【次へ】をおす

じたく ち ず なか

とど

メールが
届きます
とど

entry_23211 @ entry07. web119. info

③ ケータイ版

メールアドレス宛に
空メールをおくる
から

あて

URL をひらく
ゆーあーるえる

メールが
届きます
とど

① 申 請（しんせい）

② 登 録（とうろく）
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共生型サービスの事業所指定について

豊田市福祉部介護保険課

-101-



-102-



-103-



-104-



-105-



-106-


